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は
じ
め
に

　

明
治
期
の
識
字
状
況
に
つ
い
て
は
、
和
歌
山
県
下
五
一
か
村
、
青
森
・
群
馬
・
滋
賀
・
岡
山
・
鹿
児
島
の
各
県
、
長
野
県
北
安
曇
郡
常

盤
村
や
山
口
県
玖
珂
郡
な
ど
に
関
す
る
調
査
の
結
果
を
対
象
と
し
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た

（
（
（

。
川
村
肇
や
八
鍬
友
広
は
明
治
初
期
の
調

査
結
果
を
も
と
に
、
近
世
の
識
字
状
況
の
特
徴
と
し
て
地
域
や
男
女
の
格
差
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
あ
げ
た

（
（
（

。
ま
た
八
鍬
は
、
明
治
後
期

の
調
査
結
果
を
も
と
に
、
学
校
教
育
の
広
が
り
に
応
じ
て
自
署
率
が
高
ま
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

（
（
（

。

　

明
治
三
二
年
（
一
八
九
九
（
以
降
は
、
陸
軍
省
に
よ
っ
て
全
国
統
一
的
に
壮
丁
教
育
調
査
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
研
究
を
も
と
に
清
川

郁
子
は
、
リ
テ
ラ
シ
ー
が
明
治
後
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
急
速
に
全
階
級
に
普
及
し
た
と
指
摘
す
る

（
（
（

。
明
治
三
〇
年
代
に
就
学
率
が
上

昇
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
国
的
に
学
力
が
高
ま
る
と
と
も
に
平
準
化
さ
れ
て
い
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　

以
上
の
先
行
研
究
か
ら
、
明
治
期
の
識
字
状
況
に
つ
い
て
、
初
期
ま
で
地
域
や
性
に
よ
る
格
差
が
大
き
か
っ
た
も
の
の
、
近
代
学
校
教

育
の
全
国
的
拡
充
に
伴
い
、
後
期
以
降
は
徐
々
に
格
差
が
解
消
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
す
が
見
え
て
く
る
。

　

本
稿
で
検
討
す
る
の
は
、学
校
教
育
の
影
響
が
出
始
め
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
明
治
中
期
の
識
字
状
況
で
あ
る
。
主
と
し
て
扱
う
の
は
、

明
治
二
一
年
（
一
八
八
八
（
に
熊
本
県
で
戸
口
調
査
に
伴
っ
て
実
施
さ
れ
た
識
字
調
査
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
同
年
の
『
熊
本
県
学
事
年

報
』
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、『
熊
本
県
教
育
史
』
や
『
熊
本
県
史
』
で
紹
介
さ
れ
て
い
る

（
（
（

も
の
の
、踏
み
込
ん
だ
研
究
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　

こ
の
熊
本
県
の
調
査
は
、
一
〇
歳
以
上
の
県
民
約
八
〇
万
人
を
対
象
に
、
識
字
能
力
を
「
自
己
ノ
姓
名
ヲ
記
シ
得
ル
者
」「
自
己
ノ
姓

名
ヲ
記
シ
得
サ
ル
者
」「
普
通
ノ
公
文
類
ヲ
解
シ
得
ル
者
」
の
三
段
階
に
分
け
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
が
県
下

一
六
郡
区
別
に
、「
十
年
以
上
廿
年
未
満
」「
廿
年
以
上
卅
年
未
満
」「
卅
年
以
上
」
の
年
齢
層
に
分
け
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

近
代
学
校
教
育
を
受
け
始
め
た
世
代
と
受
け
て
い
な
い
世
代
の
そ
れ
ぞ
れ
の
識
字
レ
ベ
ル
を
検
証
で
き
る
。
近
世
的
状
況
を
脱
し
て
近
代

的
公
教
育
が
広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
明
治
中
期
の
識
字
状
況
が
ど
の
よ
う
な
様
相
を
呈
す
る
の
か
、熊
本
県
を
事
例
と
し
て
探
っ
て
み
た
い
。

　

第
一
節
で
先
行
研
究
を
概
観
し
、
明
治
中
期
の
識
字
状
況
を
研
究
す
る
意
義
を
確
認
す
る
。
第
二
節
で
は
、
熊
本
県
の
調
査
結
果
を
検
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討
し
、
他
県
と
の
比
較
を
通
し
て
熊
本
県
の
識
字
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
三
節
で
は
広
島
県
の
小
学
校
の
授
業
案
や
試
験
関
連
史
料

を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
校
教
育
が
児
童
に
ど
の
よ
う
に
識
字
能
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
た
の
か
考
察
す
る
。
以
上
の
よ
う
に
本
稿

で
は
、
明
治
中
期
の
識
字
状
況
に
つ
い
て
量
的
お
よ
び
質
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
一
節
　
明
治
期
の
識
字
状
況 

― 

先
行
研
究
の
概
観 

―

　

現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
最
も
古
く
組
織
的
な
識
字
調
査
は
、
明
治
七
・
八
年
に
和
歌
山
県
で
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
五
一
か
村
の

男
女
一
万
人
余
り
に
対
す
る
調
査
の
結
果
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
調
査
で
は
識
字
能
力
を
、
文
通
が
で
き
る
、
姓
名
を
自
書
で
き
る
、

文
字
を
知
ら
な
い
、
の
三
段
階
に
分
け
て
い
た
。
調
査
結
果
を
分
析
し
た
川
村
肇
は
、
以
下
の
四
点
を
指
摘
す
る

（
6
（

。
第
一
に
、
文
通
可
能

層
は
男
性
で
二
割
に
満
た
ず
、
女
性
に
至
っ
て
は
五
分
に
も
満
た
な
い
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
第
二
に
、
男
女
の
能
力
差
が
著
し

く
、
文
通
可
能
な
女
性
が
一
人
も
い
な
い
村
が
七
割
を
超
え
、
女
性
の
非
識
字
率
が
一
〇
〇
％
と
い
う
村
も
三
割
ほ
ど
に
及
ん
だ
。
第
三

に
、
文
通
可
能
な
者
が
多
い
村
と
文
字
を
知
っ
て
い
る
者
が
多
い
村
が
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
第
四
に
、
村
に
よ
っ
て
識
字
状
況
に

差
が
あ
る
。

　

明
治
一
〇
年
以
降
、
滋
賀
県
（
明
治
一
〇
～
二
六
年
（・
岡
山
県
（
明
治
二
〇
～
二
六
年
（・
鹿
児
島
県
（
明
治
一
七
～
二
二
年
（・
群

馬
県
（
明
治
一
三
年
（
で
は
六
歳
以
上
を
対
象
に
、
青
森
県
（
明
治
一
四
年
（
で
は
全
人
口
を
対
象
に
、
自
己
の
姓
名
を
記
し
得
る
者
と

記
し
得
な
い
者
を
調
査
し
た
。
そ
の
結
果
か
ら
、
県
に
よ
る
識
字
率
の
格
差
が
大
き
く
、
ど
の
県
に
お
い
て
も
男
女
差
が
大
き
い
こ
と
や
、

年
を
経
る
に
従
っ
て
識
字
率
が
上
昇
す
る
傾
向
を
看
取
で
き
る
と
い
う

（
7
（

。
八
鍬
は
明
治
一
〇
年
か
ら
一
二
年
ま
で
の
滋
賀
県
の
郡
別
の
自

署
率
に
つ
い
て
検
討
し
、
男
性
の
自
署
率
は
お
お
む
ね
高
く
て
郡
に
よ
る
大
差
は
な
い
の
に
対
し
、
女
性
の
場
合
は
郡
に
よ
り
最
高
と
最

低
で
五
〇
％
以
上
の
差
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

（
（
（

。

　

明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
（
に
実
施
さ
れ
た
山
口
県
玖
珂
郡
の
調
査
結
果
に
関
し
て
も
、
八
鍬
に
よ
っ
て
詳
細
に
分
析
さ
れ
て
い
る

（
（
（

。
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八
八
学
区
の
全
住
民
約
一
三
万
五
千
人
の
自
署
率
は
三
六
・
三
一
％
で
あ
り
、
男
性
は
五
四
・
九
六
％
で
、
女
性
は
一
六
・
四
八
％
で
あ
っ

た
。
男
女
差
と
と
も
に
地
域
格
差
が
大
き
か
っ
た
。
男
女
合
計
の
自
署
率
で
み
る
と
、
最
低
の
地
域
は
一
二
・
九
九
％
に
留
ま
り
、
最
高

は
六
七
・
六
八
％
に
及
ん
だ
。
男
性
で
は
一
九
・
二
五
％
か
ら
九
八
・
三
〇
％
、
女
性
で
は
〇
％
か
ら
六
八
・
四
八
％
の
間
に
分
布
し
た
。
地

域
格
差
の
要
因
と
し
て
、八
鍬
は
住
民
の
職
業
が
関
係
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
農
業
は
識
字
を
促
進
す
る
要
因
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、

商
工
業
率
の
高
い
地
域
で
は
自
署
率
が
高
い
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
う
。

　

明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
（
に
は
長
野
県
北
安
曇
郡
常
盤
村
に
お
い
て
一
五
歳
以
上
の
男
性
八
八
二
名
を
対
象
と
し
た
調
査
が
実
施
さ

れ
た
。
小
林
恵
胤
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
調
査
結
果
は
極
め
て
具
体
的
な
情
報
を
与
え
て
く
れ
る

（
（1
（

。
識
字
者
を
そ
の
レ
ベ
ル
に
応
じ
て
六

段
階
に
分
け
て
い
た
。
そ
の
項
目
と
結
果
は
、「
較
自
名
自
村
名
ヲ
記
シ
得
ル
者
」
が
三
六
三
名
（
約
四
一
％
（、「
較
日
常
出
納
ノ
帳
簿

ヲ
記
シ
得
ル
者
」
が
一
二
八
名
（
約
一
五
％
（、「
普
通
ノ
書
簡
幷
ニ
証
書
類
ヲ
自
書
シ
得
ル
者
」
が
三
九
名
（
約
四
％
（、「
普
通
ノ
公
用

文
ニ
差
支
ナ
キ
者
」
が
一
七
名
（
約
二
％
（、「
公
布
達
ヲ
読
得
ル
者
」
が
八
名
（
約
一
％
（
と
な
っ
て
い
る
。
最
高
の
レ
ベ
ル
を
示
す
「
公

布
達
及
新
聞
論
説
ヲ
解
読
シ
得
ル
者
」
は
一
五
名
（
二
％
（
で
、
そ
の
多
く
を
戸
長
や
副
戸
長
の
経
歴
を
持
つ
者
が
占
め
、
ほ
か
に
は
教

員
、
元
手
習
師
匠
、
神
官
、
医
者
等
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
。
非
識
字
者
を
指
す
「
数
字
及
自
名
自
村
名
ヲ
読
且
記
シ
得
ザ
ル
者
」
は

三
一
二
名
で
三
五
・
四
％
を
占
め
て
い
た
。

　

常
盤
村
民
の
識
字
率
（
六
段
階
の
識
字
者
総
数
が
全
体
に
占
め
る
割
合
（
を
年
齢
層
別
に
み
る
と
、
一
〇
代
（
一
五
歳
以
上
（
で
約

七
六
％
、
二
〇
代
で
約
七
七
％
、
三
〇
歳
以
上
で
約
五
九
％
で
あ
っ
た
。
年
齢
層
が
高
く
な
る
と
識
字
率
は
低
く
な
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

調
査
の
目
的
や
方
法
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
女
性
や
年
少
男
性
を
対
象
か
ら
除
外
し
て
い
る
こ
と
は
、
特
定
の
目
的
を
も
っ
て
い
た
こ

と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
公
用
文
や
布
達
を
ど
の
く
ら
い
の
男
性
が
読
解
で
き
る
か
把
握
す
る
た
め
の
調
査
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

右
の
先
行
研
究
か
ら
、
明
治
前
期
の
識
字
状
況
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
県
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
っ
た
の
み
で
な
く
、
県
の

中
で
も
郡
区
に
よ
っ
て
、 

さ
ら
に
郡
区
の
中
で
も
町
村
に
よ
っ
て
大
き
な
格
差
が
あ
っ
た
。
各
地
域
の
住
民
の
階
層
や
職
業
が
識
字
状

況
の
違
い
を
も
た
ら
す
要
因
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、 

男
女
に
よ
っ
て
識
字
能
力
に
大
き
な
差
が
あ
り
、 

女
性
の
識
字
率
は
極
め
て
低
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か
っ
た
。

　

こ
う
し
た
識
字
状
況
は
明
治
期
に
な
っ
て
突
然
現
出
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
遅
く
と
も
近
世
末
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

か
つ
て
研
究
者
の
間
で
「
近
世
民
衆
の
識
字
能
力
は
高
か
っ
た
」
と
確
か
な
根
拠
も
な
く
言
わ
れ
て
い
た

（
（（
（

し
、
現
在
で
も
そ
う
し
た
言
説

を
見
か
け
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
明
治
前
期
の
識
字
率
の
数
値
は
そ
う
し
た
見
方
に
修
正
を
迫
る
も
の
で
あ
る
。

　

江
戸
時
代
は
地
域
、
身
分
、
職
業
、
性
な
ど
に
よ
っ
て
識
字
レ
ベ
ル
に
濃
淡
が
あ
っ
た
と
み
な
す
の
が
適
切
で
あ
る
。
一
八
世
紀
の
終

わ
り
に
鹿
児
島
を
旅
し
た
橘
南
谿
は
『
東
西
遊
記
』
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る

（
（1
（

。

　
　

 

鹿
児
嶋
の
町
は
女
の
子
の
手
習
ふ
事
な
し
。
い
か
な
る
故
に
や
と
問
に
、
女
の
物
か
く
は
文
づ
か
ひ
の
便
り
有
て
淫
乱
の
も
と
ひ
な

り
。
無
筆
な
れ
ば
お
の
づ
か
ら
不
自
由
に
て
自
然
に
身
持
堅
固
な
り
と
い
ふ
。
其
愚
痴
成
事
笑
ふ
べ
し
。（
中
略
（
其
在
々
に
至
り

て
は
男
さ
へ
文
字
の
道
知
ら
ず
、
た
と
へ
の
物
を
以
て
其
情
を
通
ぜ
り
。

文
字
を
知
れ
ば
淫
乱
に
な
る
と
し
て
女
性
に
手
習
い
を
さ
せ
な
い
因
習
が
あ
っ
た
。
文
字
を
知
ら
な
い
鹿
児
島
の
男
女
は
、「
恋
し
」
と

書
く
代
わ
り
に
紙
に
包
ん
だ
小
石
を
贈
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
物
で
情
を
伝
え
た
と
い
う
。
右
の
記
述
の
真
偽
は
不
明
で
あ
る
。『
東
西

遊
記
』
は
純
粋
な
紀
行
文
で
は
な
く
、
奇
事
異
聞
を
集
め
て
出
版
し
た
も
の
で
あ
る

（
（1
（

こ
と
か
ら
、
右
の
記
述
は
南
谿
に
よ
っ
て
誇
張
さ
れ

た
疑
い
が
あ
る
。
た
と
え
事
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
因
習
は
南
谿
で
さ
え
「
其
愚
痴
成
事
笑
ふ
べ
し
」
と
書
く
ほ
ど
奇
異
に
映
っ

た
の
だ
か
ら
、
当
時
の
日
本
に
あ
っ
て
も
極
端
な
事
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
一
八
世
紀
末
と
い
え
ば
、
手
習
塾
が
全
国
的
に
普
及

し
始
め
た
頃
で
あ
る
た
め
、
南
谿
の
見
た
鹿
児
島
の
町
の
状
況
は
そ
の
後
改
善
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
期
待
さ
せ
る
。
し
か
し
、
明
治

一
三
年
（
一
八
八
〇
（
の
鹿
児
島
県
旧
薩
摩
国
域
の
自
署
率
は
、
男
性
が
三
七
・
四
三
％
、
女
性
が
四
・
四
五
％
に
留
ま
っ
た

（
（1
（

。
南
谿
の
記

述
を
あ
な
が
ち
脚
色
と
退
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

江
戸
時
代
以
来
の
身
分
や
職
業
に
規
定
さ
れ
た
識
字
状
況
は
、
明
治
後
期
に
学
校
教
育
が
拡
充
す
る
と
変
化
し
た
。
八
鍬
は
、
明
治

二
七
年
（
一
八
九
四
（
の
岡
山
県
郡
区
別
の
自
署
率
調
査
を
も
と
に
、
識
字
能
力
が
、
従
来
の
世
代
間
継
承
か
ら
学
校
教
育
に
よ
っ
て
獲

得
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

（
（1
（

。



― （0―

　

本
稿
で
扱
う
明
治
二
一
年
の
熊
本
県
調
査
で
は
、
明
治
一
四
年
の
長
野
県
北
安
曇
郡
常
盤
村
と
同
二
七
年
の
岡
山
県
の
、
中
間
期
に
お

け
る
地
域
別
・
世
代
別
の
識
字
状
況
を
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

第
二
節
　
熊
本
県
の
識
字
状
況

（
１
）
調
査
の
概
要

　

明
治
二
一
年
の
『
熊
本
県
学
事
年
報

（
（1
（

』
に
「
熊
本
県
管
内
文
字
有
無
ニ
関
ス
ル
種
別
概
表
」
が
三
頁
に
わ
た
っ
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
一
〇
歳
以
上
の
熊
本
県
民
約
八
〇
万
人
を
対
象
に
実
施
さ
れ
た
識
字
調
査
の
結
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
年
齢
層
を
「
十

年
以
上
廿
年
未
満
」「
廿
年
以
上
卅
年
未
満
」「
卅
年
以
上
」
に
分
け
、
識
字
能
力
を
「
自
己
ノ
姓
名
ヲ
記
シ
得
ル
者
」「
自
己
ノ
姓
名
ヲ

記
シ
得
サ
ル
者
」「
普
通
ノ
公
文
類
ヲ
解
シ
得
ル
者
」
に
分
け
て
、
し
か
も
郡
区
別
に
結
果
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

他
県
の
調
査
で
は
、「
自
己
ノ
姓
名
ヲ
記
シ
得
ル
者
」
と
「
自
己
ノ
姓
名
ヲ
記
シ
得
サ
ル
者
」
の
二
区
分
で
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、

「
自
己
ノ
姓
名
ヲ
記
シ
得
ル
者
」
が
自
署
以
上
に
ど
れ
ほ
ど
の
読
み
書
き
能
力
を
有
し
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
熊
本
県
の
調
査
の

場
合
に
は
、「
普
通
ノ
公
文
類
ヲ
解
シ
得
ル
者
」
が
加
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
識
字
の
レ
ベ
ル
を
、
自
署
で
き
る
程
度
の
層
と
公
文
類
を

理
解
で
き
る
層
に
分
け
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
公
文
類
理
解
の
項
目
が
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
一
〇
歳
以
上
を
対
象
と
し
て
調
査
が

実
施
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、「
自
己
ノ
姓
名
ヲ
記
シ
得
ル
者
」
の
割
合
を
「
自
署
率
」
と
、「
普
通
ノ
公
文
類
ヲ
解
シ
得
ル
者
」
の
割
合
を
「
公
文
理
解

率
」
と
、「
自
己
ノ
姓
名
ヲ
記
シ
得
サ
ル
者
」
の
割
合
を
「
非
識
字
率
」
と
表
記
す
る
。
ま
た
自
署
率
と
公
文
理
解
率
を
あ
わ
せ
た
割
合

を
「
識
字
率
」
と
す
る
。
年
齢
層
に
つ
い
て
は
、「
十
年
以
上
廿
年
未
満
」
を
「
一
〇
代
」、「
廿
年
以
上
卅
年
未
満
」
を
「
二
〇
代
」、「
卅

年
以
上
」
を
「
三
〇
歳
以
上
」
と
表
記
す
る
。

　
「
熊
本
県
管
内
文
字
有
無
ニ
関
ス
ル
種
別
概
表
」
の
欄
外
に
「
本
表
ノ
計
数
ハ
県
下
各
警
察
署
ニ
於
テ
明
治
廿
一
年
ノ
初
メ
ヨ
リ
仝
年
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末
迄
ノ
間
タ
ニ
戸
口
調
査
等
ノ
節
便
宜
取
調
ヘ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
識
字
調
査
が
一
年
間
に
及
ぶ
警
察

署
の
戸
口
調
査
に
伴
っ
て
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

明
治
一
八
年
四
月
の
熊
本
県
「
戸
口
調
査
準
則
並
心
得
」（
庁
第
四
七
号
（
に
よ
れ
ば
、
戸
口
調
査
は
「
既
犯
ハ
之
ヲ
潜
匿
シ
得
サ
ラ

シ
メ
、
未
犯
ハ
之
ヲ
警
防
ス
ル
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
治
安
維
持
を
目
的
と
し
た
。
そ
の
た
め
「
警
察
上
最
モ
必
要
ノ
務
ナ
レ
ハ
精
密
ニ
注

意
ス
ル
ヲ
要
ス
」
と
精
密
に
実
施
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
戸
口
調
査
の
事
務
は
巡
査
が
担
当
し
た
。
各
郡
区
に
対
応
し
た
警
察
区
画

の
巡
査
が
、
受
持
担
当
を
定
め
て
調
査
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た

（
（1
（

。
明
治
二
一
年
の
各
警
察
区
画
に
お
い
て
巡
査
一
人
が
担
当
す
る
戸
数

と
人
口
は
、
熊
本
区
警
察
署
の
一
〇
七
戸
五
〇
八
人
を
最
少
と
し
て
、
天
草
郡
警
察
署
の
五
三
一
戸
二
五
七
八
人
を
最
多
と
す
る

（
（1
（

。
一
年

間
を
か
け
て
調
査
す
る
の
に
決
し
て
無
理
な
数
と
は
い
え
な
い
が
、
担
当
戸
数
の
多
寡
に
よ
っ
て
巡
査
の
識
字
調
査
に
精
粗
が
生
じ
た
可

能
性
は
あ
る
。
警
察
に
よ
る
人
口
調
査
は
府
県
に
よ
っ
て
精
粗
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
（1
（

。
熊
本
県
の
戸
口
調
査
が
ど
れ
ほ
ど

厳
密
に
実
施
さ
れ
た
の
か
分
か
ら
な
い
。

　

戸
口
調
査
に
際
し
て
は
、
受
持
担
当
部
内
の
住
民
を
あ
ら
か
じ
め
甲
乙
丙
の
三
種
に
区
分
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
甲
号
は
「
官
員

及
ヒ
資
産
常
識
等
ア
リ
テ
疑
ナ
キ
モ
ノ
」
で
、
年
に
一
回
調
査
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
乙
号
は
、「
貸
坐
敷
旅
籠
屋
料
理
屋
烹
売
店
」

「
雇
人
請
宿
諸
職
人
及
ヒ
之
ヲ
雇
役
ス
ル
家
」「
裏
長
屋
貧
民
及
車
夫
等
」「
多
人
数
集
会
出
席
ス
ル
場
所
」
を
対
象
と
し
、
隔
月
一
回
調

査
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
丙
号
は
「
監
視
ノ
刑
及
ヒ
処
刑
放
免
後
ノ
者
或
ハ
不
審
ト
見
認
メ
タ
ル
者
又
ハ
無
産
無
職
其
他
悪
評
ア
ル

モ
ノ
ヽ
類
」
で
、
こ
れ
に
該
当
す
る
対
象
者
に
つ
い
て
は
毎
月
一
回
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

（
11
（

。

　

識
字
に
関
す
る
調
査
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
戸
口
調
査
に
付
随
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
か
ら
推

し
て
、
巡
査
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
受
持
地
区
を
一
年
間
か
け
て
巡
回
し
な
が
ら
、
各
戸
の
構
成
員
の
識
字
能
力
に
つ
い
て
、
三
段
階
の
選
択

肢
か
ら
申
告
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
構
成
員
全
員
に
筆
記
さ
せ
て
実
際
に
確
認
し
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で

も
、
各
戸
を
巡
っ
て
調
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
結
果
は
信
用
に
足
り
る
だ
ろ
う
。

　

戸
口
調
査
は
毎
年
実
施
さ
れ
た
が
、
警
察
署
に
よ
っ
て
全
戸
を
対
象
と
し
た
識
字
調
査
が
実
施
さ
れ
た
事
例
は
明
治
二
一
年
熊
本
県
の
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ほ
か
に
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
熊
本
県
の
『
警
察
要
務
』
に
も
、
識
字
調
査
に
関
す
る
こ
と
は
一
切
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
明
治
二
一
年
の
熊
本
県
識
字
調
査
は
、
目
的
や
方
法
に
疑
念
が
残
る
も
の
の
、
熊
本
県
警
察
署
主
管
の
も
と
で
一
〇

歳
以
上
の
県
民
を
対
象
に
識
字
能
力
を
三
段
階
に
分
け
て
実
施
さ
れ
た
調
査
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
検
討
し
て
み
る
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。

（
２
）
郡
区
・
男
女
間
の
格
差

　

表
１
は
、
明
治
二
一
年
の
四
県
の
自
署
率
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
他
県
と
熊
本
県
で
調
査
方
法
が
異
な
る
た
め
に
比
較
が
難
し
い

も
の
の
、
相
対
的
に
み
る
と
熊
本
県
民
の
識
字
率
は
低
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
特
に
女
性
の
識
字
率
が
低
く
、
そ
の
た
め
に
男
女

差
が
四
〇
％
と
大
き
く
な
っ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。

　

熊
本
県
の
男
女
を
合
わ
せ
た
識
字
率
（
表
１
の
自
署
率
（
三
七
％
を
基
準
に
す
る
と
、
識
字
レ
ベ
ル
に
よ
っ
て
県
下
一
六
郡
区
を
四
群

表１　1888年の４県の自署率

出典： 八鍬友広「明治期日本におけるリテラシー
の多層性」『民衆史研究』（（、（0（（年、p.（
表１をもとに作成。

註： 滋賀・鹿児島・岡山県については６歳以上の
「自己ノ姓名ヲ記シ得ル者」の割合を、熊本
県については（0歳以上の識字率を示した。

県名 男性 女性 全体
滋賀県 （（.（（ （（.7（ 7（.（（
鹿児島県 （（.（0  6.（7 （（.（（
岡山県 66.（（ （（.（（ （6.00
熊本県 （6.0（ （（.（（ （7.00

に
分
け
る
こ
と
で
き
る
。
最
上
位
の
熊
本
区
、
山
本
・
山
鹿
郡
（
い
ず
れ
も
、
男
女
を
合
わ

せ
た
識
字
率
は
五
〇
％
代
（、上
位
の
託
麻
・
合
志
・
玉
名
・
飽
田
・
菊
池
・
上
益
城
郡
（
同

四
〇
％
代
（、
中
位
の
阿
蘇
・
宇
土
・
下
益
城
・
八
代
郡
（
同
三
〇
％
代
（、
下
位
の
天
草
・

球
磨
・
葦
北
郡
（
同
二
〇
％
前
後
（
で
あ
る
。
熊
本
県
の
北
半
分
に
位
置
す
る
郡
区
で
識
字

率
が
比
較
的
高
く
、
南
半
分
で
低
い
傾
向
に
あ
る
。
識
字
率
が
最
も
高
い
熊
本
区
の

五
八
・
九
一
％
と
、最
も
低
い
葦
北
郡
の
一
七
・
八
四
％
の
間
に
、四
〇
％
以
上
の
差
が
あ
る
。

　

各
郡
区
の
識
字
状
況
を
男
女
別
に
示
し
た
の
が
図
１
で
あ
る
。
図
１
―
１
に
よ
れ
ば
、
男

性
は
全
体
的
に
み
る
と
自
署
率
が
四
四
・
九
四
％
、
公
文
理
解
率
が
一
一
・
〇
七
％
、
非
識
字

率
が
四
三
・
九
九
％
で
あ
る
。
非
識
字
率
に
注
目
す
る
と
、
最
も
低
い
山
鹿
郡
と
最
も
高
い

葦
北
郡
で
四
五
・
〇
四
％
の
差
が
あ
る
。図
１
―
２
に
よ
れ
ば
、女
性
で
は
全
体
的
に
み
る
と
、

自
署
率
が
一
三
・
九
四
％
、
公
文
理
解
率
が
一
・
五
四
％
、
非
識
字
率
が
八
四
・
五
二
％
で
あ
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図１－１　郡区別にみた明治21年熊本県男性の識字状況（％）

図１－２　郡区別にみた明治21年熊本県女性の識字状況（％）
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43.30
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球磨郡
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八代郡

下益城郡
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菊池郡

山本郡

山鹿郡

玉名郡

宇土郡

託麻郡

飽田郡

熊本区

図2-1   郡区別にみた明治21年熊本県男性の識字状況

自己ノ姓名ヲ記シ得ル者 普通ノ公文類ヲ解シ得ル者 自己ノ姓名ヲ記シ得ザル者
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玉名郡
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飽田郡
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図2-2  郡区別にみた明治21年熊本県女性の識字状況

自己ノ姓名ヲ記シ得ル者 普通ノ公文類ヲ解シ得ル者 自己ノ姓名ヲ記シ得ザル者
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図２　明治21年の熊本県の郡区
出典： 「明治（（年市制町村制施行当時の区画図」（『熊本県史 

近代編１』熊本県、（（6（年、巻末資料）をもとに作成。

る
。
非
識
字
率
が
最
も
低
い
熊
本
区
と
最
も
高
い
天
草
郡
で
四
二
・
九
〇
％
の
差
が
あ
る
。

　

図
１
―
１
と
図
１
―
２
を
も
と
に
非
識
字
率
の
男
女
差
が
特
に
大
き
い
郡
区
を
挙
げ
れ
ば
、
玉
名
・
上
益
城
・
下
益
城
・
山
鹿
郡
で
、

い
ず
れ
の
郡
で
も
五
〇
％
以
上
の
差
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
玉
名
・
山
鹿
郡
で
は
男
性
の
非
識
字
率
が
低
い
た
め
に
女
性
と
の
差
が

大
き
く
な
っ
て
い
る
。
男
女
差
が
比
較
的
小
さ
い
の
は
、
熊
本
区
、
葦
北
・
八
代
・
球
磨
・
天
草
郡
で
、
い
ず
れ
も
約
二
五
％
か
ら
約

三
三
％
の
範
囲
に
収
ま
る
。
熊
本
区
で
は
男
女
い
ず
れ
も
非
識
字
率
が
比
較
的
低
い
た
め
に
、
葦
北
・
球
磨
・
天
草
郡
に
つ
い
て
は
男
女

い
ず
れ
も
非
識
字
率
が
高
い
た
め
に
、
差
が
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。

　

右
の
よ
う
に
熊
本
県
の
識
字
状
況
は
劣
悪
で
あ
り
、
地
域
差
も
男
女
差
も
大
き
か
っ
た
。
他
の
県
で
も
こ
の
よ
う
に
地
域
格
差
が
大
き

か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
徴
兵
適
齢
者
に
限
定
し
て
、
表

２
に
、
千
葉
・
熊
本
・
石
川
・
京
都
の
各
府
県
で
の
郡

区
（
も
し
く
は
検
査
所
（
別
の
非
識
字
率
を
、
高
い
ほ

う
か
ら
順
番
に
挙
げ
た
。
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
徴
兵

適
齢
者
は
、
明
治
元
年
前
後
に
誕
生
し
て
お
り
、
近
代

学
校
教
育
を
受
け
始
め
た
最
も
早
い
年
代
に
あ
た
る
。

　

熊
本
県
で
は
、
県
下
一
六
郡
区
の
徴
兵
適
齢
者

六
五
二
〇
名
を
対
象
に
、
教
育
程
度
を
七
段
階
に
区
分

し
て
い
る
。「
獣
医
学
卒
業
ノ
モ
ノ
」「
医
学
卒
業
ノ
モ

ノ
」
が
あ
わ
せ
て
九
名
、「
初
等
中
学
科
ヲ
卒
業
セ
シ

モ
ノ
」
一
二
名
、「
高
等
小
学
科
ヲ
卒
業
セ
シ
モ
ノ
」
一
・

七
五
％
、「
尋
常
小
学
科
ヲ
卒
業
セ
シ
モ
ノ
」
六
・

〇
三
％
、「
自
己
ノ
氏
名
ヲ
記
シ
得
ル
モ
ノ
」
六
四
・ 
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六
三
％
、「
全
ク
不
文
ニ
シ
テ
自
己
ノ
氏

名
ヲ
記
シ
得
サ
ル
モ
ノ
」
二
七
・
二
七
％

で
あ
っ
た
。
自
己
の
氏
名
を
記
す
こ
と
の

で
き
な
い
者
の
割
合
を
「
全
ク
不
文
」
と

表
記
し
て
表
２
に
挙
げ
た
。
非
識
字
率
が

最
も
低
い
山
鹿
郡
と
最
も
高
い
葦
北
郡
で

五
〇
％
以
上
の
差
が
開
い
て
い
た
。

　

千
葉
県
に
つ
い
て
は
、
一
七
検
査
所
で

の
九
一
六
七
名
を
対
象
に
し
た
調
査
の
結

果
で
あ
る

（
1（
（

。
三
段
階
に
分
け
ら
れ
た
教
育

程
度
と
そ
れ
ぞ
れ
の
割
合
は
、「
小
学
校

卒
業
以
上
ノ
教
育
ヲ
受
ケ
シ
者
」
三
・

三
五
％
、「
い
ろ
は
及
姓
名
ヲ
読
ミ
書
シ

得
ル
者
ヨ
リ
小
学
校
卒
業
迄
ノ
教
育
ヲ
受

ケ
シ
者
」
七
三
・
七
六
％
、「
一
丁
字
ヲ
モ

読
ミ
書
キ
シ
能
ハ
サ
ル
者
」
二
二
・
八
九 

％
で
あ
っ
た
。
こ
の
調
査
に
お
い
て
は
、

「
単
ニ
姓
名
ノ
ミ
ヲ
読
ミ
書
シ
得
ル
者
」

は
「
読
ミ
書
シ
能
ハ
サ
ル
者
」
に
分
類
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
単
ニ
姓
名
ヲ
読

表２　徴兵適齢者の非識字率の地域差に関する比較

順
位

明治（（年千葉県 明治（（年熊本県 明治（（年⽯川県 明治（（年京都府
⼀丁字ヲモ読ミ書キシ能ハサル者 全ク不⽂ 教育ナキモノ ⼀丁字ナキ者

全 （（.（（ （7.（7 （（.（0 （（.（（
（ 北條（安房・平郡郡、朝夷郡の⼀部） （（.（（ 葦北郡 6（.7（ 河北郡 （（.（（ 紀伊郡 （6.6（
（ 湊（天羽郡） （（.76 天草郡 6（.（6 羽咋郡 （（.（（ 乙訓郡 （（.（0
（ 大多喜（夷隅郡） （（.（（ 球磨郡 （（.（0 鳳至郡 （7.（（ 宇治郡 （（.（6
（ 銚子（海上郡） （（.（（ 阿蘇郡 （（.（（ 鹿島郡 （6.7（ 葛野郡 （（.0（
（ 前原（長狭郡、朝夷郡の⼀部） （（.（（ 八代郡 （0.0（ 能美郡 （（.（6 相楽郡 （0.（（
6 松戸（東葛飾郡） （（.（6 宇土郡 （（.（（ 珠洲郡 （（.（（ 南桑田郡 （7.（（
7 野田（東葛飾郡） （0.（（ 下益城郡 （（.（（ ⽯川郡 （（.（0 愛宕郡 （7.00
（ 千葉（千葉郡） （0.0（ 上益城郡 （（.6（ 江沼郡 7.0（ 綴喜郡 （6.（（
（ 木更津（望陀・周准郡） （（.（0 玉名郡 （7.7（ 金沢区 （.（（ 天田郡 （（.0（
（0 茂原（長柄・上埴生郡） （（.（7 飽田郡 （6.（6 上京区 （（.7（
（（ 多古（香取郡） （（.（0 託麻郡 （6.0（ 久世郡 （（.6（
（（ 東金（山辺・武射郡） （7.（（ 山本郡 （（.（（ 熊野郡 （（.6（
（（ 佐原（香取郡） （7.07 合志郡 （（.（（ 船井郡 （0.7（
（（ 八日市場（匝嵯郡） （6.67 菊池郡 （（.（（ 何鹿郡 （0.（（
（（ 鶴舞（市原郡） （（.（6 熊本区 （（.0（ 北桑田郡 （.（6
（6 木下（南相馬郡、印旛郡の⼀部） （（.0（ 山鹿郡 （（.（6 下京区 （.6（
（7 佐倉（下埴生郡、印旛郡の⼀部） （.66 中郡 （.00
（（ 加佐郡 6.7（
（（ 竹野郡 6.（（
（0 与謝郡 6.（7

出典：千葉県：「明治十九年千葉県徴兵検査検丁教育比較表」（『統計集誌』（7号、（（（6年、pp.（（（-（（（）
　　　熊本県：「徴兵適齢者教育有無ニ関スル種別表」（明治（（年『熊本県学事年報』p.（0）
　　　⽯川県：「明治廿⼀年徴兵適齢者検丁教育調査表」（『⽯川県第十六学事年報』３丁）
　　　京都府：「京都府徴兵学力試験成績表」（『大日本教育会雑誌』（（号、（（（（年、pp.（77-（7（）
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ミ
書
キ
シ
得
ル
者
ハ
、
多
ク
ハ
検
査
所
ニ
出
頭
ス
ル
前
、
父
兄
若
ク
ハ
戸
長
ニ
其
姓
名
ヲ
教
ヘ
ラ
レ
シ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
ナ
リ
」
と
い
う
理
由

か
ら
で
あ
っ
た
。
付
け
焼
き
刃
で
自
己
の
姓
名
を
か
ろ
う
じ
て
読
み
書
き
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
識
字
能
力
が
あ
る
と
は
み
な
さ
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
非
識
字
率
の
最
も
高
い
北
條
と
最
も
低
い
佐
倉
で
、
約
三
〇
％
の
開
き
が
あ
る
。

　

石
川
県
の
調
査
は
、
九
郡
区
の
四
五
八
三
名
を
対
象
に
、
教
育
程
度
を
九
区
分
し
て
実
施
さ
れ
た
。「
往
来
物
四
則
算
」
二
七
・

三
四
％
、「
往
来
物
加
減
算
」
一
一
・
三
〇
％
、「
四
則
算
自
姓
名
」
一
・
〇
五
％
、「
自
姓
名
加
減
算
」
七
・
三
八
％
、「
往
来
物
」
二
・

一
四
％
、「
四
則
算
」
〇
・
〇
四
％
、「
加
減
算
」
〇
・
二
六
％
、「
自
姓
名
」
三
五
・
三
九
％
（
以
上
が
「
教
育
ア
ル
モ
ノ
」（、「
教
育
ナ
キ

モ
ノ
」
一
五
・
一
〇
％
と
な
る

（
11
（

。
そ
の
な
か
の
「
教
育
ナ
キ
モ
ノ
」（「
書
算
ヲ
ナ
シ
得
サ
ル
モ
ノ
」（
に
つ
い
て
、
各
郡
の
割
合
を
表
２
に

示
し
た
。
実
際
に
書
か
せ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
を
検
査
官
が
確
認
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
受
検
者
の
な
か
に
は
、
謙
遜
し
た
り
、

調
査
結
果
が
兵
種
選
定
に
影
響
す
る
と
誤
認
し
た
り
し
て
、
実
際
の
能
力
よ
り
低
く
申
告
す
る
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
た
め
、
調
査
結
果

は
現
実
を
そ
の
ま
ま
映
し
出
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る

（
11
（

。
そ
れ
で
も
、
非
識
字
率
が
最
も
高
い
河
北
郡
と
最
も
低
い
金
沢
区

の
差
は
約
二
〇
％
に
留
ま
っ
て
い
る
。

　

京
都
府
に
つ
い
て
は
、
二
〇
郡
区
の
七
二
〇
五
名
を
対
象
に
「
教
育
普
及
ノ
程
度
試
ミ
ノ
為
メ
学
力
ノ
試
験
ヲ
執
行
シ
タ
ル
成
績
」
で

あ
る

（
11
（

。
四
段
階
に
分
け
ら
れ
た
成
績
と
そ
れ
ぞ
れ
の
割
合
を
示
せ
ば
、「
読
書
算
術
普
通
ノ
学
力
ヲ
具
フ
ル
モ
ノ
」
一
一
・
四
％
、「
書
牘

ヲ
往
復
シ
得
ル
モ
ノ
」
二
五
・
二
％
、「
姓
名
ヲ
記
シ
得
ル
モ
ノ
」
五
一
・
三
％
、「
一
丁
字
ナ
キ
者
」
一
三
・
六
％
で
あ
っ
た
。「
一
丁
字
ナ

キ
者
」
を
郡
区
別
に
示
し
た
の
が
表
２
で
あ
る
。
紀
伊
郡
と
与
謝
郡
で
約
二
〇
％
の
差
に
留
ま
っ
て
い
る
。

　

右
の
徴
兵
適
齢
者
対
象
の
調
査
で
も
、
第
一
節
で
み
た
明
治
前
期
の
各
県
の
識
字
調
査
で
も
、
自
署
で
き
る
こ
と
と
一
丁
字
な
い
状
態

の
間
に
一
線
を
画
し
て
い
た
。
そ
の
差
が
言
語
認
識
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
次
の
史
料
か
ら
う
か
が
え
る
。
明
治

三
二
年
の
『
私
立
石
川
県
教
育
会
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
、
谷
内
星
七
「
普
通
教
育
ト
兵
役
」
と
い
う
記
事
の
冒
頭
部
分
で
あ
る

（
11
（

。
谷
内

は
自
身
が
六
週
間
現
役
兵
と
し
て
入
営
し
た
経
験
を
も
と
に
記
し
て
い
る
。

　
　

 

予
等
入
営
ス
ル
ヤ
学
科
ト
シ
テ
始
メ
一
週
間
中
ニ
於
テ
室
内
起
居
ノ
定
則
、
所
属
武
官
ノ
官
姓
名
、
銃
ノ
分
解
順
序
、
各
部
名
称
、
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陸
軍
礼
式
、
武
官
ノ
階
級
服
制
及
兵
種
ノ
識
別
、
軍
隊
内
務
及
服
従
ノ
定
則
、
営
中
日
課
、
勅
諭
講
義
、
読
法
等
ヲ
授
ケ
ラ
レ
、
是

カ
暗
記
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
リ
、
事
項
易
々
タ
リ
ト
雖
モ
厘
毫
モ
違
ヘ
ス
咄
嗟
ノ
間
ニ
言
出
シ
得
ル
様
ニ
暗
記
ス
ル
ハ
稍
々
難
シ
ト
ス
ル

所
ナ
リ
キ
、
予
ハ
此
時
感
セ
リ
、
彼
レ
眼
ニ
一
丁
字
ナ
キ
新
兵
カ
生
来
未
タ
見
聞
セ
サ
ル
若
シ
ア
リ
ト
ス
ル
モ
多
ク
其
名
称
ヲ
異
ニ

セ
ル
言
語
物
品
ヲ
以
テ
充
タ
サ
レ
タ
ル
兵
営
ニ
入
リ
恰
カ
モ
別
世
界
ニ
生
レ
タ
ル
如
ク
、
着
ル
コ
ト
モ
知
ラ
ス
寝
ル
コ
ト
モ
知
ラ
サ

ル
者
カ
、
之
等
ノ
学
科
ヲ
授
ケ
ラ
レ
之
カ
暗
記
ヲ
命
セ
ラ
ル
ヽ
時
ニ
如
何
斗
リ
困
難
ヲ
感
ス
ル
ヤ
ラ
ン
ト
。
宜
ナ
リ
上
官
ヲ
言
ヒ
捨

テ
ニ
シ
テ
叱
セ
ラ
レ
、
己
レ
ノ
姓
名
ニ
尊
称
ヲ
付
シ
テ
嘲
ケ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ア
ル
ヤ
、
コ
ハ
尚
ホ
珍
ラ
シ
ト
ス
ル
ニ
足
ラ
ス
、
鉄
砲
ト

云
ヘ
ハ
知
ル
モ
ジ
ウ
（
銃
（
ト
云
ヘ
バ
往
々
ボ
ウ
（
帽
（
ト
間
違
ヘ
舎
内0

ト
舎
外0

ノ
区
別
ハ
弁
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
、
シ
ン
タ
イ
（
身

体
（
ト
シ
ン
ダ
イ
（
寝
台
（
ト
ハ
識
別
シ
得
ス
、
カ
ハ
グ
（
皮
具
（
ノ
手
入
レ
ヲ
命
セ
ラ
レ
テ
カ
ワ
ヤ
（
厠
（
ニ
走
ル
者
サ
ヘ
無
キ

ニ
ア
ラ
ス
ト
カ
ヤ
、
況
ン
ヤ
前
記
ノ
如
キ
諸
項
ヲ
知
得
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
其
辛
苦
推
察
セ
ラ
ル
ヘ
キ
ナ
リ
。

入
営
直
後
の
一
週
間
で
種
々
の
定
則
な
ど
を
授
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。「
眼
ニ
一
丁
字
ナ
キ
新
兵
」
は
、
物
品
の
異
称
さ
え
理

解
で
き
ず
、
銃
を
帽
と
間
違
い
、
舎
内
と
舎
外
を
区
別
で
き
ず
、
皮
具
の
手
入
れ
を
命
じ
ら
れ
て
厠
に
走
る
と
い
っ
た
調
子
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
何
に
つ
い
て
も
時
間
を
要
し
た
と
い
う
。
文
字
の
読
み
書
き
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
、
軍
隊
生
活
へ
の
適
応
に
関
わ
る
問
題

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

表
２
の
四
府
県
で
は
調
査
の
方
法
や
項
目
が
異
な
っ
て
い
る
た
め
に
府
県
間
を
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
各
府
県
内
で
の
地
域

差
を
比
較
す
る
に
は
参
考
に
な
る
。
石
川
県
や
京
都
府
で
は
、
全
域
で
非
識
字
率
が
低
い
傾
向
に
あ
り
、
し
か
も
地
域
差
が
小
さ
か
っ
た

の
に
対
し
て
、
熊
本
県
で
は
一
部
の
郡
の
非
識
字
率
が
高
か
っ
た
た
め
に
、
地
域
差
が
開
い
た
。
こ
の
よ
う
な
格
差
を
も
た
ら
し
た
要
因

は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

他
府
県
に
比
べ
て
地
域
格
差
が
大
き
い
こ
と
は
、
熊
本
県
の
変
化
に
富
む
地
形
と
、
そ
れ
に
伴
う
民
業
の
多
様
性
が
関
係
し
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
県
中
央
部
の
飽
田
・
託
麻
郡
は
平
坦
で
腴
田
が
多
か
っ
た
。
上
益
城
・
菊
池
・
山
本
・
山
鹿
・
合
志
郡
は
山
野
が

相
半
ば
し
、
宇
土
郡
は
海
中
に
斗
出
し
て
い
た
。
下
益
城
・
玉
名
・
八
代
郡
は
山
が
ち
で
は
あ
っ
た
が
沿
海
部
に
は
腴
田
が
広
が
っ
た
。
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識
字
率
最
上
位
の
熊
本
区
・
山
本
郡
・
山
鹿
郡
の
う
ち
、
熊
本
区
は
近
世
以
来
政
治
や
経
済
の
中
心
地
で
あ
り
、
男
女
と
も
に
士
族
の

割
合
が
高
か
っ
た

（
11
（

。
明
治
前
期
の
特
徴
的
民
業
と
し
て
大
工
職
・
穀
物
屋
・
呉
服
太
物
屋
・
酒
受
売
屋
・
煙
草
職
・
旅
籠
屋
な
ど
が
あ
げ

ら
れ
る

（
11
（

。
山
本
郡
は
消
費
都
市
で
あ
る
熊
本
区
に
近
い
こ
と
か
ら
、
一
部
の
町
で
商
業
が
発
達
し
た
。
こ
う
し
た
環
境
が
住
民
の
識
字
率

を
上
げ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

県
南
の
葦
北
郡
は
、
鹿
児
島
県
に
接
し
た
海
沿
い
で
、
山
岳
が
連
な
り
土
地
は
痩
せ
て
い
た
。
阿
蘇
・
球
磨
郡
は
四
方
を
山
で
囲
ま
れ
、

土
地
は
痩
せ
て
原
野
が
茫
漠
と
広
が
っ
て
い
た
。
な
か
で
も
球
磨
郡
は
球
磨
川
の
便
に
よ
っ
て
八
代
海
に
通
じ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
天

草
郡
は
約
一
二
〇
の
島
か
ら
な
り
、
全
島
で
平
地
に
乏
し
か
っ
た

（
11
（

。
非
識
字
率
が
特
に
高
い
球
磨
・
葦
北
・
天
草
郡
は
い
ず
れ
も
県
南
に

位
置
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
熊
本
県
は
、
県
中
央
部
の
平
野
部
を
除
い
て
、
山
稜
地
帯
と
平
地
が
混
在
す
る
郡
が
多
く
、
山
間
部
、
沿
海
地
域
、
島

嶼
部
と
い
っ
た
地
勢
の
多
様
性
が
、
商
業
、
農
業

（
11
（

、
漁
業
（
11
（

、
牧
畜
業
、
狩
猟
業
と
い
っ
た
生
業
の
多
様
性
に
つ
な
が
っ
た
。

　

近
代
学
校
教
育
の
影
響
を
受
け
る
以
前
の
識
字
状
況
が
職
業
と
関
係
し
、
農
業
は
識
字
能
力
の
向
上
に
結
び
つ
か
ず
、
商
工
業
が
能
力

を
高
め
た
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
1（
（

。
表
２
の
徴
兵
適
齢
者
は
、
学
校
教
育
を
受
け
始
め
た
世
代
で
は
あ
る
も
の
の
、
職
業
に
左
右
さ
れ

る
傾
向
は
継
続
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
３
）
世
代
間
の
格
差

　

熊
本
県
の
識
字
調
査
結
果
は
、
三
〇
歳
以
上
、
二
〇
代
、
一
〇
代
の
三
層
に
分
け
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
識
字
状
況
の
世

代
に
よ
る
違
い
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
三
〇
歳
以
上
に
つ
い
て
は
、学
校
教
育
の
影
響
を
無
視
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、

一
八
八
八
年
に
三
〇
歳
で
あ
っ
た
者
は
、
学
制
が
頒
布
さ
れ
た
一
八
七
二
年
に
す
で
に
一
四
歳
で
あ
っ
た
。
小
学
校
の
学
齢
が
六
～
一
四

歳
で
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
三
〇
歳
以
上
に
就
学
経
験
を
有
す
る
者
が
い
た
と
し
て
も
微
々
た
る
数
に
過
ぎ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
二
〇
代
は
学
校
教
育
を
受
け
始
め
た
最
も
早
い
世
代
で
あ
る
が
、
未
だ
就
学
率
は
低
か
っ
た
か
ら
、
学
校
教
育
を
受
け
て
い
な
い
者
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が
多
く
混
在
し
て
い
た
。
一
〇
代
は
学
校
教
育
の
影
響
力
が
最
も
大
き
い
年

代
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
図
３
に
よ
っ
て
識
字
状
況
の
世
代
間
格
差
を

確
認
し
て
み
よ
う
。
男
性
の
場
合
、
三
〇
歳
以
上
で
は
半
分
近
く
の

四
七
・
〇
八
％
が
自
ら
の
姓
名
す
ら
書
け
な
か
っ
た
が
、
二
〇
代
で
は

四
二
・
五
四
％
、
一
〇
代
で
は
三
九
・
五
八
％
に
下
が
っ
た
。
女
性
の
場
合
、

そ
れ
ぞ
れ
八
九
・
一
一
％
、
八
二
・
七
四
％
、
七
七
・
〇
二
％
で
あ
る
。
三
〇

歳
以
上
と
一
〇
代
の
差
が
、
男
性
で
七
・
五
％
に
留
ま
る
の
に
対
し
て
女
性

で
は
一
二
・
〇
九
％
で
あ
る
。
男
女
い
ず
れ
に
お
い
て
も
年
代
が
下
が
る
と

非
識
字
率
が
下
が
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

し
か
し
、
全
て
の
郡
区
で
そ
う
な
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
表
３
に
よ

れ
ば
、男
性
の
三
〇
歳
以
上
で
非
識
字
率
が
低
い
郡
区
は
、熊
本
区
、託
麻
・

山
鹿
・
山
本
郡
で
、
い
ず
れ
も
二
七
～
二
八
％
前
後
で
あ
っ
た
。
各
郡
区
の

三
〇
歳
以
上
と
一
〇
代
の
非
識
字
率
を
比
較
す
る
と
、
山
鹿
郡
で
は
八
・

九
七
％
下
が
っ
て
い
る
も
の
の
、
託
麻
郡
で
は
二
・
二
一
％
下
が
っ
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
。
山
本
郡
で
は
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
く
、
熊
本
区
で
は
逆
に

一
〇
・
六
六
％
も
上
が
っ
て
三
七
・
三
七
％
に
な
っ
て
い
る
。
女
性
の
場
合
、

飽
田
・
合
志
郡
で
二
〇
代
よ
り
一
〇
代
の
非
識
字
率
が
高
く
な
っ
て
い
る

　

表
３
に
よ
れ
ば
、
男
性
に
お
い
て
世
代
間
の
非
識
字
率
の
差
が
最
も
大
き

い
の
は
上
益
城
郡
で
あ
る
。
三
〇
歳
以
上
で
四
〇
・
七
六
％
だ
っ
た
の
が
、

図３　性別・年齢層別にみた明治21年熊本県の識字状況
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15.61%
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42.10%

44.91%

50.20%

1.54%

1.03%

1.65%

2.44%

11.07%

10.82%

12.55%

10.22%

84.52%

89.11%

82.74%

77.02%

43.99%

47.08%

42.54%

39.58%

女性全体（367859名）

30歳以上（188777名）

20代（83455名）

10代（95627名）

男性全体（416449名）

30歳以上（206194名）

20代（98074名）

10代（112181名）

図3 性別・年齢層別にみた明治21年熊本県の識字状況

自己ノ姓名ヲ記シ得ル者 普通ノ公文類ヲ解シ得ル者 自己ノ姓名ヲ記シ得ザル者
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二
〇
代
で
三
四
・
〇
五
％
に
、
一
〇
代
で
二
三
・
五
二
％
へ
と
下
が
っ
て
い
る
。
阿
蘇
郡
で
も
、
四
九
・
六
一
％
→
四
一
・
〇
〇
％
→

三
三
・
五
〇
％
と
順
調
に
下
が
っ
て
い
る
。
三
〇
歳
以
上
の
非
識
字
率
が
七
〇
％
前
後
と
高
か
っ
た
葦
北
・
球
磨
・
天
草
郡
で
は
、
い
ず

れ
に
お
い
て
も
、
一
〇
代
で
六
〇
％
前
後
に
下
が
っ
て
い
る
。
総
じ
て
い
え
ば
、
三
〇
歳
以
上
で
非
識
字
率
が
低
い
郡
で
は
若
い
世
代
と

郡区 年齢層

男性 女性
自己ノ姓
名ヲ記シ
得ル者　

普通ノ公 
⽂類ヲ解 
シ得ル者

自己ノ姓 
名ヲ記シ 
得ザル者

自己ノ姓 
名ヲ記シ 
得ル者　

普通ノ公 
⽂類ヲ解 
シ得ル者

自己ノ姓 
名ヲ記シ 
得ザル者

熊本区
（0代 （（.（7 （（.（6 （7.（7 （0.（7 （（.7（ （7.（（
（0代 （（.7（ （（.（（ （（.（7 （（.（（ （.7（ （（.（（
（0以上 （（.6（ （0.6（ （6.7（ （（.（7 6.（（ 60.（（

飽田郡
（0代 （0.（（ （（.（（ （（.（7 （（.（6 （.6（ 7（.（（
（0代 （（.（（ （0.（（ （（.（7 （7.（（ （.（0 70.6（
（0以上 （6.（0 （（.77 （7.（（ （7.0（ （.（（ （（.（0

託麻郡
（0代 （（.（0 （（.0（ （0.（（ （（.（（ （.（（ 66.（0
（0代 （0.67 （（.（（ （（.（（ （（.（0 （.（（ 7（.67
（0以上 （7.（（ （（.（7 （（.6（ （7.（（ （.（（ （（.（（

宇土郡
（0代 （（.（7 （.6（ （（.（0 （（.（（ （.0（ （（.（0
（0代 （（.0（ （0.6（ （0.（（ （（.（（ （.（（ （（.（6
（0以上 （0.（（ （（.（（ （7.07 （0.（（ （.0（ （（.67

玉名郡
（0代 6（.（（ （0.（6 （（.（（ （6.0（ （.（（ 7（.0（
（0代 6（.（（ （（.（（ （（.（（ （（.（（ （.（（ （6.76
（0以上 （（.（（ （0.（（ （0.（6 （0.（（ 0.（（ （（.（（

山鹿郡
（0代 66.（（ （（.（（ （（.67 （（.（（ 7.（（ 60.（0
（0代 6（.0（ （（.（（ （0.6（ （（.（（ （.（7 7（.（（
（0以上 60.（（ （（.0（ （7.6（ （7.（（ 0.（（ （（.7（

山本郡
（0代 6（.06 （.（（ （（.（（ （6.（0 （.6（ （（.（（
（0代 6（.（（ （.（6 （7.（0 （（.（（ （.（（ 66.（（
（0以上 6（.（7 （.（6 （（.77 （0.（（ 0.7（ 7（.（7

菊池郡
（0代 6（.（7 7.7（ （（.（（ （7.（7 （.（6 （（.（7
（0代 （（.6（ （.（（ （6.（（ （7.（（ 0.（6 （（.（6
（0以上 （（.（（ （0.（（ （0.（（ （（.（6 0.（7 （7.（6

合志郡
（0代 （（.0（ （（.（（ （（.0（ （（.（（ （.（（ 6（.（（
（0代 （0.（（ （6.（（ （（.6（ （（.（（ （.（（ 6（.（（
（0以上 （（.7（ （（.0（ （（.（（ （（.（（ （.（（ （（.（（

阿蘇郡
（0代 （6.（（ （0.（0 （（.（0 （（.（（ （.（6 7（.6（
（0代 （（.0（ （.（（ （（.00 （（.7（ （.（7 （（.0（
（0以上 （0.（7 （.（（ （（.6（ 6.（（ 0.（（ （（.67

上益城郡
（0代 66.（6 （0.0（ （（.（（ （6.6（ （.7（ （0.6（
（0代 （（.07 （0.（（ （（.0（ （0.（（ （.（（ （（.（（
（0以上 （（.（（ （0.（6 （0.76 （.（（ 0.6（ （0.（7

下益城郡
（0代 （（.（（ （.（6 （（.（6 （（.（6 （.（（ （6.（（
（0代 （0.（6 （（.7（ （7.（（ 7.（6 （.（（ （0.（6
（0以上 （6.（（ （（.77 （（.0（ （.07 （.0（ （（.（0

八代郡
（0代 （0.（6 （.（（ （0.70 （（.（（ （.（（ 7（.（（
（0代 （0.00 （（.（（ （（.（（ （（.7（ 0.（（ （（.（（
（0以上 （（.（7 （.（（ （6.（（ （（.（（ 0.（7 （7.（（

葦北郡
（0代 （（.6（ 7.0（ 6（.（7 （.7（ （.（7 （（.（（
（0代 （6.（（ （.（（ 6（.（（ （.（0 0.（6 （6.0（
（0以上 （（.（（ 6.（（ 7（.（6 （.00 0.（（ （7.（6

球磨郡
（0代 （（.（6 6.（（ （（.（（ 6.（（ 0.77 （（.（6
（0代 （7.60 （.77 6（.6（ （.（（ 0.（（ （7.0（
（0以上 （0.6（ （.（（ 6（.（0 0.7（ 0.（（ （（.67

天草郡
（0代 （6.（（ （.0（ （（.（（ （.（0 0.（（ （（.（（
（0代 （（.7（ （.（7 6（.7（ （.（7 0.07 （7.（6
（0以上 （6.（（ （.（6 6（.（（ （.（（ 0.（（ （（.（（

表３　熊本県の郡区別にみた世代による識字状況（％）
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の
差
が
小
さ
く
、
三
〇
歳
以
上
で
非
識
字
率
が
高
い
郡
で
は
若
い
世
代
と
の
差
が
大
き
い
傾
向
が
看
取
で
き
る
。
女
性
の
場
合
、
世
代
間

の
非
識
字
率
の
差
が
大
き
い
の
は
山
本
・
菊
池
・
山
鹿
郡
で
あ
る
。
差
が
小
さ
い
の
は
、
宇
土
・
葦
北
・
球
磨
・
天
草
郡
な
ど
で
あ
る
。

　

年
齢
層
が
若
く
な
る
ほ
ど
非
識
字
率
が
下
が
る
現
象
は
、
就
学
率
の
上
昇
と
併
行
し
て
進
ん
だ
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
熊
本

県
で
は
松
方
デ
フ
レ
に
よ
っ
て
明
治
一
〇
年
代
後
半
に
就
学
率
が
低
下
し
た
。
明
治
一
五
年
の
五
四
・
七
七
％
（
男
七
〇
・
七
三
％
、
女

三
七
・
八
二
％
（
か
ら
下
が
り
続
け
た
た
め
、
一
九
年
一
〇
月
に
学
齢
児
童
就
学
規
則
を
定
め
た
が
、
二
〇
年
に
四
二
・
一
〇
％
（
男

五
八
・
五
一
％
、
女
二
五
・
〇
四
％
（
に
下
が
り
、
最
低
を
記
録
し
た
。
五
〇
％
を
超
え
る
の
は
二
五
年
以
降
で
、
二
八
年
に
よ
う
や
く
全

国
水
準
に
達
し
た
と
い
う

（
11
（

。
就
学
率
の
低
迷
は
一
〇
代
の
識
字
状
況
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
就
学
率
が
伸
び
て
い
れ

男性 女性
自署率 就学率 自署率 就学率

熊本区 （（.（7 6（.06 （0.（7 （（.7（
飽田郡 （0.（（ （（.7（ （（.（6 （（.（（
託麻郡 （（.（0 6（.（（ （（.（（ （（.（0
宇土郡 （（.（7 6（.00 （（.（（ （（.（（
玉名郡 6（.（（ 7（.（6 （6.0（ （（.0（
山鹿郡 66.（（ （（.（0 （（.（（ （（.（（
山本郡 6（.06 （（.（0 （6.（0 （（.（（
菊池郡 6（.（7 （（.（0 （7.（7 60.（（
合志郡 （（.0（ （（.76 （（.（（ 60.（0
阿蘇郡 （6.（（ （0.77 （（.（（ （（.（（
上益城郡 66.（6 6（.（（ （6.6（ （（.（6
下益城郡 （（.（（ 6（.（（ （（.（6 （（.（（
八代郡 （0.（6 （（.（0 （（.（（ （（.0（
葦北郡 （（.6（ （（.（（ （.7（ （（.7（
球磨郡 （（.（6 （（.（7 6.（（ 67.（（
天草郡 （6.（（ 6（.（（ （.（0 （.（6

表４　�熊本県における明治21年の10代の自署率
と明治16年の就学率との関係

ば
、
一
〇
代
の
自
署
率
は
も
っ
と
高
か
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。

　

一
〇
代
の
自
署
率
と
明
治
一
六
年
の
就
学
率
と
の
関

係
を
郡
区
別
に
み
て
み
る
と
、
表
４
の
よ
う
に
な
る
。

男
性
に
つ
い
て
は
、
山
鹿
・
菊
池
・
山
本
・
玉
名
郡
で

は
就
学
率
・
自
署
率
と
も
に
比
較
的
高
く
、
八
代
・
葦

北
郡
で
は
い
ず
れ
も
低
く
な
っ
て
お
り
、
就
学
率
と
自

署
率
の
相
関
関
係
を
う
か
が
わ
せ
る
。
女
性
で
も
、
山

本
郡
の
よ
う
に
就
学
率
・
自
署
率
と
も
に
比
較
的
高
い

場
合
や
、
宇
土
・
八
代
・
葦
北
・
天
草
郡
の
よ
う
に
い

ず
れ
も
低
い
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
球
磨
郡
で
は
男

女
と
も
に
就
学
率
が
高
い
の
に
自
署
率
は
極
め
て
低
く

な
っ
て
い
る
。
特
に
女
性
で
は
、
就
学
率
が
六
七
・ 

出典： 自署率は明治（（年『熊本県学事年報』、就学率は明治
（6年『熊本県統計書』による。
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四
九
％
と
高
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
署
率
は
六
・
三
八
％
に
と
ど
ま
っ
た
。

　

各
年
齢
層
に
お
け
る
自
署
率
の
地
域
差
に
注
目
す
る
と
、
男
性
で
は
三
〇
歳
以
上
で
最
高
の
山
本
郡
と
最
低
の
葦
北
郡
で

四
一
・
九
八
％
の
差
が
あ
っ
た
の
が
、
二
〇
代
で
三
九
・
〇
二
％
（
玉
名
郡
と
葦
北
郡
の
差
（
に
、
一
〇
代
で
三
七
・
三
五
％
（
山
鹿
郡
と

葦
北
郡
の
差
（
に
、
わ
ず
か
ず
つ
で
は
あ
る
が
、
世
代
が
若
く
な
る
に
つ
れ
て
地
域
間
格
差
が
縮
ま
っ
て
い
る
。
女
性
で
は
、
三
〇
歳
以

上
で
最
高
の
熊
本
区
と
最
低
の
球
磨
郡
で
三
二
・
五
八
％
の
差
で
あ
っ
た
の
が
、二
〇
代
で
三
二
・
〇
一
％
（
合
志
郡
と
球
磨
郡
の
差
（
に
、

一
〇
代
で
四
二
・
六
〇
％
（
山
本
郡
と
天
草
郡
の
差
（
に
、
地
域
間
格
差
が
広
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
山
本
郡
の
よ
う
に
若
い
世
代
ほ

ど
自
署
率
が
顕
著
に
伸
び
た
郡
と
、
葦
北
・
球
磨
・
天
草
郡
の
よ
う
に
一
〇
代
で
も
未
だ
低
い
ま
ま
に
留
ま
っ
た
郡
と
の
差
が
開
い
た
た

め
で
あ
る
。

　

公
文
理
解
率
に
関
し
て
は
、
女
性
の
場
合
は
世
代
低
下
と
と
も
に
微
増
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
男
性
で
は
三
〇
歳
以
上
で

一
〇
・
八
二
％
、
二
〇
代
で
一
二
・
五
五 
％
、
一
〇
代
で
一
〇
・
二
二
％
と
、
二
〇
代
で
わ
ず
か
な
が
ら
高
め
に
な
っ
て
い
る
。
男
女
を
問

わ
ず
若
い
世
代
は
、学
校
で
漢
字
や
文
語
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
公
文
類
を
読
ん
で
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

二
〇
代
の
男
性
は
、
学
校
に
就
学
し
な
く
て
も
漢
学
塾
で
学
ん
だ
可
能
性
が
あ
る

（
11
（

。
あ
る
い
は
、
教
育
機
関
へ
の
通
学
に
関
係
な
く
、
当

時
流
布
し
て
い
た
公
用
文
集
に
よ
る
学
習
の
効
用
か
も
し
れ
な
い

（
11
（

。

第
三
節
　
小
学
校
の
授
業
・
試
験
に
み
る
識
字
状
況

（
１
）
音
声
言
語
に
依
拠
し
た
授
業

　

江
戸
時
代
の
手
習
塾
で
は
、
子
ど
も
は
個
別
学
習
に
よ
っ
て
、
紙
と
毛
筆
に
よ
る
手
習
い
を
繰
り
返
し
た

（
11
（

。
明
治
期
の
小
学
校
で
は
、

文
字
の
読
み
書
き
が
読
方
・
習
字
・
作
文
な
ど
に
分
か
れ
、
一
斉
教
授
法
に
基
づ
い
た
授
業
の
な
か
で
教
え
ら
れ
た
。
筆
記
具
も
石
盤
と

石
筆
に
変
わ
っ
た
。
公
教
育
の
な
か
で
児
童
は
ど
の
よ
う
に
読
み
書
き
能
力
を
身
に
つ
け
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。



― （（―

　

広
島
県
沼
隈
郡
金
江
村
第
八
尋
常
小
学
校
（
現
在
の
広
島
県
福
山
市
金
江
小
学
校
（
の
明
治
二
一
年
の
授
業
案
の
う
ち
、
第
一
学
年
の

一
月
七
日
（
土
（
か
ら
一
〇
日
（
火
（
ま
で
の
三
日
間
を
と
り
あ
げ
て
、
文
字
を
ど
の
程
度
読
み
書
き
し
た
の
か
確
認
し
て
み
た
い

（
11
（

。
三

日
間
と
も
、
第
一
時
算
術
、
第
二
時
修
身
、
第
三
時
読
方
、
第
四
時
習
字
、
第
五
時
作
文
で
あ
る
。

　

算
術
の
時
間
は
、
七
日
に
除
法
の
初
歩
を
授
け
た
。「
二
個
ノ
蜜
柑
ヲ
二
人
ノ
児
童
ニ
与
フ
レ
バ
一
人
各
々
幾
個
ヅ
ツ
ナ
ル
ヤ
」
の
問

い
に
つ
い
て
、
教
員
が
蜜
柑
を
実
物
で
、
あ
る
い
は
塗
板
に
描
い
て
提
示
し
、
児
童
と
問
答
す
る
こ
と
が
計
画
さ
れ
て
い
た
。
九
日
は
暗

算
と
運
算
を
教
え
た
。
暗
算
に
つ
い
て
は
「
決
シ
テ
石
筆
・
石
盤
等
ヲ
取
ラ
シ
メ
ズ
、
各
生
徒
皆
手
ヲ
膝
ニ
置
キ
テ
暗
算
セ
シ
ム
」
と
、

運
算
に
つ
い
て
は
「
決
シ
テ
問
題
ヲ
塗
板
ニ
抄
録
セ
ズ
」
と
い
う
方
針
が
採
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、「
常
ニ
黒
板
ニ
書
ス
ル
ト
キ
ハ
遂
ニ
習

慣
ト
ナ
リ
テ
取
引
ス
ル
際
ニ
モ
尚
紙
上
ニ
書
キ
留
メ
ザ
レ
バ
出
来
ザ
ル
ノ
癖
ヲ
生
ズ
」
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
。
一
〇
日
は
加
減
法

と
除
法
に
つ
い
て
、
各
二
問
を
も
と
に
授
業
が
行
わ
れ
た
。
加
減
法
は
、
各
児
童
に
石
盤
を
出
さ
せ
、
教
員
が
口
頭
で
問
題
を
出
し
て
運

算
さ
せ
た
後
、
一
、
二
名
の
児
童
の
答
え
を
塗
板
に
書
い
て
そ
の
可
否
を
他
の
児
童
に
尋
ね
た
。
除
法
二
問
に
つ
い
て
は
、
そ
の
数
の
み

を
書
い
て
示
し
運
算
さ
せ
た
。

　

修
身
に
つ
い
て
は
、
七
日
は
教
員
が
孝
子
清
七
の
談
話
を
し
て
、
児
童
は
「
能
ク
行
儀
シ
テ
聞
ク
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
清
七
の
話

は
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
が
、
授
業
案
に
は
児
童
に
教
科
書
を
開
か
せ
る
指
示
は
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
九
日
は
作
法
に
関
す
る

内
容
を
扱
っ
た
。「
朝
起
キ
出
ヅ
レ
バ
何
事
ヲ
ナ
ス
ヤ
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
も
と
づ
き
、
教
員
が
全
級
生
に
向
か
っ
て
「
平
素
行
為
セ
ル

所
ヲ
問
答
」
し
、
数
名
に
実
践
さ
せ
た
う
え
で
、
他
生
に
批
評
さ
せ
た
。
一
〇
日
は
、
教
員
が
児
童
に
、
水
呑
み
を
破
砕
し
た
子
ど
も
の

話
を
聞
か
せ
た
う
え
で
、
そ
の
行
為
を
ど
の
よ
う
に
思
う
か
尋
ね
る
案
と
な
っ
て
い
る
。

　

読
方
に
つ
い
て
は
、七
日
は
教
科
書
中
の
「
水
ア
リ
テ
川
ト
ナ
リ
川
ハ
ナ
ガ
レ
テ
海
ニ
入
ル
」
と
い
う
文
章
の
学
習
が
な
さ
れ
た
。「
川
」

に
つ
い
て
教
員
と
児
童
が
問
答
し
た
の
ち
、
教
員
が
新
出
文
字
を
摘
書
し
て
児
童
に
尋
ね
、
児
童
が
知
ら
な
け
れ
ば
教
え
た
。
そ
の
後
、

各
児
童
に
書
物
を
出
さ
せ
て
読
ま
せ
、読
め
な
い
部
分
に
つ
い
て
教
員
が
教
え
た
。
全
員
が
読
み
終
え
た
ら
書
物
を
閉
じ
さ
せ
た
う
え
で
、

文
字
を
摘
書
し
て
児
童
の
注
意
を
促
し
、最
後
に
講
解
を
な
し
た
。
九
日
も
こ
の
続
き
の
文
章
を
も
と
に
、「
野
」
に
つ
い
て
問
答
し
、「
ミ
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ネ
・
林
等
」
に
つ
い
て
談
話
し
て
、児
童
に
野
や
峰
や
林
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
観
念
を
惹
起
し
た
後
、教
員
が
新
出
文
字
を
摘
書
し
た
。

そ
の
後
、
児
童
に
書
物
を
出
さ
せ
て
各
人
に
読
ま
せ
、
知
ら
な
け
れ
ば
教
え
た
。

　

習
字
に
つ
い
て
は
、
七
日
は
、「
墨
・
竈
・
鍋
・
土
瓶
・
火
鉢
・
徳
利
」
を
教
授
す
る
計
画
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
一
年
生
に
こ
の
よ

う
な
漢
字
を
学
ば
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
「
僻
村
免
レ
難
キ
ノ
悪
習
ナ
リ
。
何
レ
改
正
ノ
目
的
ナ
リ
」
と
い
う
釈
明
が
記
さ
れ
て
い
る
。
方

法
は
、
教
員
が
一
文
字
ず
つ
塗
板
に
書
い
て
、
児
童
に
読
み
方
を
問
い
、
知
ら
な
け
れ
ば
教
え
、
そ
の
後
筆
法
を
授
け
た
。
九
日
も
続
い

て
四
、
五
名
の
児
童
に
読
ま
せ
た
後
、
運
筆
の
法
を
問
い
、
そ
の
後
講
義
を
授
け
た
。
一
〇
日
も
継
続
さ
れ
た
。

　

作
文
は
、
七
日
は
「
イ
ス
」
を
テ
ー
マ
に
し
て
、
ま
ず
教
員
が
実
物
を
も
と
に
談
話
し
て
、
児
童
が
「
椅
子
ハ
腰
ヲ
掛
ケ
ル
観
念
」
を

得
た
後
、「
イ
ス
ハ
コ
シ
ヲ
カ
ケ
ル
」
と
い
う
俗
語
を
文
語
に
変
換
し
て
綴
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
文
語
を
俗
語
と
不
分
離
に
習

得
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
。
九
日
も
、
俗
語
を
文
語
に
筆
記
す
る
こ
と
が
授
け
ら
れ
た
。
一
〇
日
は
「
き
つ
ね　

す
む
所
及
び
類
」
が

扱
わ
れ
た
。

　

右
の
授
業
案
は
、
明
治
一
九
年
九
月
「
広
島
県
小
学
教
則
」（
県
令
甲
第
二
三
号

（
11
（

（
第
一
二
条
の
教
旨
に
沿
っ
て
い
る
。
実
物
に
つ
い

て
問
答
す
る
開
発
主
義
教
授
法
が
採
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
実
物
も
し
く
は
そ
の
代
わ
り
と
な
る
絵
に
よ
っ
て
問
答
を
な
し
て
観
念
を
開

発
し
た
後
に
文
字
が
授
け
ら
れ
た

（
11
（

。
算
術
で
も
、
塗
板
や
石
盤
・
石
筆
を
極
力
使
用
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
。
文
字
に
依
拠
す
る
の
で

は
な
く
、
音
声
言
語
に
よ
る
問
答
や
談
話
な
ど
の
方
法
が
採
ら
れ
た
。

　

添
田
晴
雄
は
、
日
本
の
学
習
文
化
の
特
徴
を
「
書
字
随
伴
型
」
と
名
付
け
た
。
江
戸
時
代
の
手
習
塾
で
中
心
的
で
あ
っ
た
書
字
随
伴
型

学
習
は
、
明
治
初
期
に
西
洋
の
教
授
法
や
教
具
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
な
ど
の
導
入
に
よ
っ
て
後
退
し
か
け
た
が
、
西
洋
で
計
算
の
道
具
に
使

用
さ
れ
て
い
た
石
盤
を
、
日
本
で
は
文
字
練
習
の
道
具
と
し
て
使
用
し
た
た
め
、
書
字
随
伴
型
学
習
は
継
続
さ
れ
た
と
指
摘
す
る

（
11
（

。
鈴
木

貴
史
は
、
明
治
一
〇
年
代
の
教
授
法
書
を
検
討
し
た
結
果
、
問
答
教
授
法
は
音
声
言
語
の
習
得
を
目
的
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
の
、

日
本
で
は
「
ほ
ぼ
す
べ
て
の
教
科
で
文
字
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
知
識
が
教
授
の
目
的
と
な
り
、
文
字
言
語
は
暗
記
す
べ
き
対
象
と
し
て
認

識
さ
れ
た

（
11
（

」
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
右
に
み
た
よ
う
に
学
校
教
育
の
現
場
で
は
、
音
声
言
語
優
位
の
授
業
実
践
が
な
さ
れ
て
お
り
、
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児
童
が
授
業
で
文
字
に
触
れ
る
機
会
は
限
ら
れ
て
い
た
。

（
２
）
暗
記
を
求
め
る
試
験

　

明
治
五
年
の
学
制
に
よ
り
小
学
校
の
試
験
が
制
度
化
さ
れ
て
、
進
級
試
験
や
卒
業
試
験
が
課
さ
れ
た
。
天
野
郁
夫
に
よ
れ
ば
、
試
験
制

度
は
明
治
一
〇
年
代
に
全
国
に
普
及
し
、
明
治
二
〇
年
代
初
頭
ま
で
厳
し
く
実
施
さ
れ
た

（
1（
（

。
試
験
は
、
児
童
に
ど
の
よ
う
に
読
み
書
き
能

力
の
習
得
を
課
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

広
島
県
安
芸
郡
平
谷
村
（
現
在
の
広
島
県
安
芸
郡
熊
野
町
（
平
谷
小
学
校
に
関
す
る
史
料
を
も
と
に
、
明
治
一
〇
年
代
後
半
の
試
験
の

内
容
を
検
討
し
て
み
た
い
。
平
谷
小
学
校
は
、
明
治
七
年
に
教
義
館
と
し
て
発
足
し
、
同
一
三
年
に
改
称
し
た
。
同
一
九
年
四
月
に
熊
野

村
の
熊
野
小
学
校
が
出
来
庭
・
萩
原
・
平
谷
の
三
校
を
合
併
し
て
そ
れ
ぞ
れ
を
分
教
室
と
し
た
の
に
伴
い
、
熊
野
小
学
校
平
谷
分
教
室
と

な
っ
た

（
11
（

。
平
谷
小
学
校
の
教
員
を
務
め
て
い
た
佃
家
に
、
当
時
の
試
験
問
題
や
児
童
の
解
答
用
紙
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

明
治
一
六
年
の
平
谷
小
学
校

（
11
（

は
、
坪
数
が
一
二
坪
で
、
学
齢
人
員
八
二
名
に
対
し
て
児
童
数
は
六
五
名
、
出
席
数
は
五
七
名
（
中
等
科

一
名
、
初
等
科
五
六
名
（
で
あ
っ
た
。
初
等
科
の
児
童
は
、
第
一
級
が
二
名
、
第
二
級
が
四
名
、
第
三
級
が
一
名
（
一
（、
第
四
級
が
六
名
、

第
五
級
が
一
四
名
（
四
（、
第
六
級
が
二
九
名
（
八
（
で
あ
っ
た
（
括
弧
内
は
女
子
児
童
数
で
内
数
（。
い
ま
だ
児
童
用
の
机
は
な
く
、
近

代
学
校
の
体
裁
は
整
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
教
授
用
書
と
し
て
、『
修
身
児
訓
』
二
冊
、『
修
身
初
歩
』
三
冊
、『
修
身
説
約
』

九
冊
、『
小
学
読
本
』
五
冊
、「
単
語
短
句
掛
図
」
五
枚
、『
小
学
生
徒
心
得
』
一
冊
、『
小
学
初
等
科
作
文
必
携
』
一
冊
、『
小
学
初
等
科

算
術
書
』
一
冊
が
所
蔵
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
明
治
一
四
年
の
安
芸
郡
の
就
学
率
は
約
三
四
％
で
広
島
県
下
二
三
郡
区
の
な
か
で
最
下
位

で
あ
っ
た

（
11
（

。

　

明
治
前
期
の
広
島
県
の
試
験
制
度
に
つ
い
て
、
佃
家
文
書
か
ら
知
れ
る
範
囲
で
確
認
し
て
お
こ
う

（
11
（

。
ま
ず
明
治
九
年
三
月
に
「
下
等
小

学
試
験
法
」（
広
島
県
公
立
師
範
学
校
（
が
出
さ
れ
、
改
級
試
験
と
尋
常
試
験
が
設
け
ら
れ
た
。
明
治
一
四
年
一
月
に
「
広
島
県
公
立
小

学
校
試
験
規
則
」
が
示
さ
れ
、
試
験
が
尋
常
試
験
・
定
期
試
験
・
大
試
験
の
三
種
類
に
分
け
ら
れ
た
。
尋
常
試
験
は
「
当
月
ノ
課
業
ヲ
試



― （6―

ミ
生
徒
ノ
優
劣
ヲ
判
シ
其
座
次
ヲ
進
退
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
毎
月
末
之
ヲ
施
行
」し
て
毎
科
三
題
を
課
す
定
め
で
あ
っ
た
。
定
期
試
験
は「
其

級
ノ
課
業
ヲ
試
ミ
生
徒
ノ
進
否
ヲ
𢮦
シ
学
階
ヲ
進
ム
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
毎
学
期
末
之
ヲ
施
行
」
し
毎
科
五
題
を
課
し
た
。
大
試
験
は
「
小
学

課
程
ヲ
卒
フ
ル
ノ
後
已
ニ
経
歴
セ
シ
諸
科
ヲ
試
ミ
生
徒
ノ
得
業
ヲ
𢮦
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
学
階
ヲ
卒
業
ス
ル
ノ
後
一
ヶ
月
ノ
温
習
ヲ
経
テ
更

ニ
之
ヲ
施
行
」
し
毎
科
一
〇
題
を
課
す
と
さ
れ
た
。
明
治
一
五
・
一
六
年
の
小
学
校
教
則
・
試
験
規
則
の
改
訂
に
伴
っ
て
、
尋
常
試
験
か

ら
月
次
試
験
へ
改
め
ら
れ
、
さ
ら
に
月
次
試
験
が
日
課
試
験
に
、
定
期
試
験
が
進
級
試
験
に
改
め
ら
れ
た
。

　

佃
家
に
は
明
治
一
〇
年
代
の
改
級
試
験
、
尋
常
試
験
、
定
期
試
験
、
月
次
試
験
、
日
課
試
験
、
進
級
試
験
な
ど
の
問
題
や
児
童
の
解
答

用
紙
が
残
さ
れ
て
い
る

（
11
（

。
い
ず
れ
の
試
験
も
、
修
身
・
読
方
（
読
書
（・
算
術
・
書
取
・
作
文
・
習
字
の
問
題
が
準
備
さ
れ
て
い
る
が
、

修
身
と
読
方
に
つ
い
て
は
口
頭
で
実
施
さ
れ
た
ら
し
く
解
答
用
紙
は
残
っ
て
い
な
い
。

　

明
治
一
七
年
六
月
「
小
学
初
等
科
第
三
四
五
六
級
進
級
試
験
書
類
」
に
よ
れ
ば
、
第
六
級
か
ら
第
三
級
ま
で
の
毎
級
に
つ
い
て
、
修
身

三
問
、
読
書
三
問
、
作
文
二
問
、
習
字
一
問
、
算
術
四
問
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
作
文
の
問
題
に
注
目
す
れ
ば
、
第
六
級
が
「
ほ
ん
」「
す

み
」、
第
五
級
が
「
蜂
」「
硯
」、
第
四
級
が
「
算
盤
」「
米
」、
第
三
級
が
「
砥
石
」「
猪
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
試
験
問
題
は
、
平

谷
小
学
校
で
教
授
用
書
と
し
て
使
用
さ
れ
た
『
小
学
初
等
科
作
文
必
携
』
中
の
文
章
に
対
応
し
て
い
る
。
同
書
に
は
、
第
五
級
に
適
し
た

三
六
短
句
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
「
蜂
に
毒
の
針
あ
り
」
と
「
硯
ハ
墨
を
す
る
具
な
り
」
が
あ
る
。
第
四
級
に
適
し
た

三
二
の
「
仮
名
交
り
文
」
の
な
か
に
、「
算
盤
」
と
「
米
」
か
ら
始
ま
る
文
章
が
含
ま
れ
て
い
る
。
第
三
級
に
適
し
た
二
七
の
「
仮
名
交

り
文
」
に
は
「
砥
石
」
と
「
猪
」
か
ら
始
ま
る
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

（
11
（

。

　

明
治
一
八
年
一
二
月
二
八
日
実
施
「
日
課
試
験
問
題
綴
」
に
よ
れ
ば
、
第
六
級
か
ら
第
二
級
ま
で
の
毎
級
に
つ
い
て
、
修
身
二
問
・
読

方
二
問
・
作
文
一
問
、
習
字
一
問
、
算
術
二
問
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
第
六
級
に
つ
い
て
み
る
と
、
修
身
は
、「
孝
と
ハ
如
何
、

途
中
師
友
及
知
人
に
遇
ふ
ト
キ
ハ
如
何
ナ
ス
也
」、「
我
家
ヲ
出
ル
ト
キ
ハ
父
母
に
礼
ハ
如
何　

帰
リ
シ
ト
キ
ハ
如
何
又
其
何
為
ニ
礼
ス
ル

ヤ
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
読
方
は
、「
ア
イ
ウ
エ
ヲ

（
マ
マ
（」
と
「
も
せ
す
ん
」
で
あ
る
。
五
十
音
と
い
ろ
は
か
ら
の
出
題
で
あ
る
。
作
文
は
、

「
に
は
と
り
」
に
つ
い
て
文
章
を
書
か
せ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
習
字
は
「
う
ち
は
」
を
書
か
せ
た
。
算
術
は
、「
五
ト
三
ト
加
フ
、
七
つ
よ
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図４－１　児童Ｕ（明治19年12月当時11歳、第三級）の
　 習字・作文・書取の答案（佃家文書）

註：習字には「九点」、作⽂には「八点」、書取には「八点」の点数が朱で書き入れられている。

図４－２　児童Ｓ（明治19年12月当時10歳、第三級）の
 　習字・作文・書取の答案（佃家文書）

註：習字には「九点」、作⽂には「五点」、書取には「零点」の点数が朱で書き入れられている。
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り
五
を
ひ
く
」、「
十
一
、
八
、
七
」
と
い
う
問
題
が
課
さ
れ
た
。
作
文
に
つ
い
て
は
、
第
六
級
の
「
に
は
と
り
」、
第
五
級
の
「
蚊
」、
第

四
級
の
「
庖
刀
の
公
用
」、第
三
級
の
「
鹿
」、第
二
級
の
「
机
の
原
の
公
用
及
ヒ
近
来
の
公
用
」
の
い
ず
れ
も
、『
小
学
初
等
科
作
文
必
携
』

か
ら
出
題
さ
れ
て
い
る
。

　

作
文
の
試
験
問
題
に
注
目
す
る
と
、
日
課
試
験
で
も
進
級
試
験
で
も
『
小
学
初
等
科
作
文
必
携
』
か
ら
出
題
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
児
童
は
、
授
業
で
教
え
ら
れ
た
『
小
学
初
等
科
作
文
必
携
』
の
な
か
の
文
章
を
暗
記
し
て
試
験
で
解
答
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
明
治
二
一
年
三
月
に
実
施
さ
れ
た
試
験
の
答
案
か
ら
作
文
の
解
答
と
そ
の
点
数
を
例
と
し
て
あ
げ
る
と
、「
桜
ハ
三
月
花
ヲ

開
タ
ル
者
ナ
リ
」（
四
〇
点
（、「
桜
ハ
春
花
ヲ
開
く
者
ナ
リ
」（
四
五
点
（、「
桜
ハ
我
国
ノ
名
花
ニ
シ
テ
其
賞
ス
」（
七
〇
点
（、「
桜
ハ
我

国
ノ
名
花
ニ
シ
テ
其
花
賞
ベ
シ
」（
一
〇
〇
点
（
と
い
っ
た
よ
う
に
似
た
解
答
が
並
ん
で
い
る
。
こ
の
場
合
も
、手
本
と
な
る
文
章
が
あ
り
、

そ
の
模
範
文
に
近
い
解
答
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

明
治
一
六
年
五
月
に
広
島
県
か
ら
学
務
委
員
宛
に
出
さ
れ
た
訓
示
の
な
か
に
、「
小
学
科
ノ
教
授　

付
試
験
」（「
明
治
十
六
年
県
布
達
」（

と
い
う
項
目
が
立
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
「
学
理
ヨ
リ
モ
寧
ロ
実
用
ヲ
主
」
と
す
べ
き
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
う
え
で
、「
諸
科
ノ

問
題
」
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 

作
文
算
術
等
ノ
如
キ
ハ
徒
ラ
ニ
曽
テ
添
削
ヲ
受
ケ
シ
章
句
文
字
ヲ
記
シ
解
説
ヲ
聞
キ
タ
ル
算
則
術
ノ
式
等
ヲ
記
ス
ル
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
日

常
ノ
用
ニ
適
セ
サ
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
故
ニ
右
等
ノ
試
題
ハ
可
成
的
従
前
授
ケ
置
キ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
避
ケ
其
応
変
活
用
ヲ
試
ム
ヘ
シ
、
又
今

ノ
試
験
ヲ
行
フ
モ
ノ
其
方
法
ノ
簡
便
ナ
ル
ト
答
詞
ノ
得
失
瞭
然
タ
ル
等
ノ
故
ヲ
以
テ
筆
答
ヲ
用
フ
ル
モ
ノ
甚
タ
多
シ
、
然
ル
ニ
其
弊

亦
随
テ
生
シ
其
極
ヤ
文
字
ヲ
以
テ
文
字
ニ
答
ヘ
学
問
ノ
本
旨
ヲ
忘
レ
テ
試
験
ノ
答
文
ヲ
記
ス
ル
ニ
労
シ
、
試
ミ
ニ
其
問
題
答
詞
ノ
意

義
何
如
ヲ
問
ヘ
ハ
茫
然
一
辞
ヲ
措
ク
能
ハ
サ
ル
モ
ノ
往
々
之
ア
リ
、
深
ク
戒
メ
ス
ン
ハ
ア
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ナ
リ

本
来
の
試
験
は
、
授
業
で
教
え
た
内
容
を
避
け
て
、
児
童
に
応
用
問
題
を
課
す
べ
き
で
あ
る
が
、
現
状
は
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
な
い
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
現
状
で
は
、
試
験
方
法
や
採
点
方
法
の
簡
便
性
か
ら
筆
記
試
験
が
多
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
文
字

に
対
し
て
文
字
で
答
え
る
試
験
法
は
学
問
の
本
旨
を
失
わ
せ
、
児
童
の
「
日
常
ノ
用
」
か
ら
遠
ざ
け
る
も
の
と
批
判
し
て
い
る
。
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お
わ
り
に

　

明
治
二
一
年
の
熊
本
県
の
識
字
状
況
は
、
他
県
と
比
較
す
る
と
、
第
一
に
識
字
率
（
他
県
の
「
自
署
率
」
に
相
当
（
が
低
い
こ
と
、
第

二
に
一
区
一
五
郡
の
格
差
が
大
き
く
、
ま
た
男
女
間
の
格
差
が
大
き
い
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
っ
た
。
特
に
県
南
部
の
球
磨
・
天
草
・
葦
北

郡
は
、
男
女
と
も
に
世
代
を
問
わ
ず
、
非
識
字
率
が
顕
著
に
高
か
っ
た
。
学
校
教
育
を
受
け
た
若
い
年
代
で
は
自
署
率
が
あ
が
っ
た
こ
と

か
ら
、
三
〇
歳
以
上
層
に
比
べ
て
地
域
間
格
差
が
縮
ま
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。
し
か
し
、
一
〇
代
女
性
に
関
し
て
は
自
署
率
の
伸
び
が

鈍
い
郡
と
顕
著
に
伸
び
た
郡
と
の
差
が
拡
大
し
て
い
た
。
熊
本
県
で
は
就
学
率
が
低
く
、
特
に
明
治
一
〇
年
代
後
半
は
松
方
デ
フ
レ
を
背

景
に
そ
の
傾
向
が
進
ん
だ
た
め
か
、
明
治
二
一
年
の
段
階
で
は
学
校
教
育
が
識
字
率
の
地
域
格
差
や
男
女
差
を
解
消
さ
せ
る
方
向
に
は
向

か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
学
校
教
育
の
拡
充
が
自
署
率
の
地
域
格
差
を
広
げ
る
作
用
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　

明
治
二
一
年
の
広
島
県
沼
隈
郡
の
小
学
校
で
は
、
開
発
主
義
教
授
法
の
影
響
が
色
濃
く
、
音
声
言
語
に
よ
る
実
物
を
介
し
た
問
答
が
主

で
、
極
力
文
字
を
使
用
し
な
い
授
業
が
な
さ
れ
て
い
た
。
明
治
一
〇
年
代
後
半
の
広
島
県
安
芸
郡
の
小
学
校
試
験
は
、
作
文
を
中
心
に
検

討
し
た
と
こ
ろ
、
日
ご
ろ
の
授
業
で
学
ん
だ
文
章
を
暗
記
し
て
い
れ
ば
答
え
ら
れ
る
問
題
が
課
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
毎
月
あ
る
い
は
進

級
に
伴
っ
て
実
施
さ
れ
た
試
験
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
問
題
数
が
少
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
試
験
問
題
を
課
す
こ
と
で
、
ど
れ
ほ
ど

の
知
識
の
定
着
が
は
か
ら
れ
た
か
疑
問
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
答
案
用
紙
に
毎
回
記
名
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
児
童
の
自
署
率
の
向

上
に
貢
献
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

江
戸
時
代
の
手
習
塾
に
お
け
る
手
習
い
は
、
文
字
を
覚
え
な
が
ら
社
会
生
活
や
職
業
に
必
要
な
知
識
や
道
徳
的
心
得
を
身
に
つ
け
る
こ

と
が
で
き
た

（
11
（

。
反
面
、
一
日
を
同
じ
文
字
の
練
習
に
費
や
し
、
進
度
は
ゆ
る
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
（
11
（

。
江
戸
時
代
は
「
文
字
社
会
（
11
（

」
と
言

わ
れ
て
い
る
が
、
身
分
や
職
業
、
性
別
に
よ
っ
て
文
字
か
ら
排
除
さ
れ
た
人
び
と
も
存
在
し
た
。
そ
の
よ
う
な
社
会
で
手
習
い
を
一
定
期

間
学
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
の
後
の
継
続
し
た
使
用
が
な
け
れ
ば
文
字
を
使
い
こ
な
す
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た

（
1（
（

。
近
代
学
校
教
育
に
お
い
て

は
欧
米
の
教
育
課
程
が
導
入
さ
れ
て
語
学
学
習
に
関
わ
る
教
科
が
細
分
化
さ
れ
た

（
11
（

が
、
明
治
中
期
の
小
学
校
で
は
毎
日
の
授
業
や
毎
月
の
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試
験
で
必
ず
し
も
多
く
の
文
字
を
読
み
書
き
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
学
校
に
通
い
続
け
る
こ
と
で
、
ま
た

学
校
を
出
た
あ
と
も
、
階
層
・
職
業
や
性
別
に
関
わ
ら
ず
文
字
を
使
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
社
会
の
な
か
で
生
活
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

文
字
の
読
み
書
き
能
力
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

授
業
案
や
試
験
関
連
史
料
か
ら
文
字
の
読
み
書
き
教
育
が
ど
の
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ
た
か
を
探
る
研
究
は
も
っ
と
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
る
が
、
本
稿
で
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
検
討
で
き
ず
、
課
題
と
し
て
残
っ
た
。

註

（
（
（
各
県
の
調
査
を
扱
っ
た
研
究
に
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
小
林
恵
胤
「
明
治
一
四
年
の
識
字
調
―
当
時
の
北
安
曇
郡
常
盤
村
の
場
合
―
」

『
長
野
県
近
代
史
研
究
』
五
、
一
九
七
三
年
。
八
鍬
友
広
「
一
九
世
紀
末
日
本
に
お
け
る
識
字
率
調
査
―
滋
賀
、
岡
山
、
鹿
児
島
県
の
調

査
を
中
心
と
し
て
―
」『
新
潟
大
学
教
育
学
部
紀
要　

人
文
・
社
会
科
学
編
』
三
二
―
一
、
一
九
九
〇
年
。
同
「
滋
賀
県
伊
香
郡
に
お
け

る
一
八
九
八
年
の
識
字
率
」『
新
潟
大
学
教
育
学
部
紀
要　

人
文
・
社
会
科
学
編
』
三
四
―
一
、
一
九
九
二
年
。
同
「
近
世
社
会
と
識
字
」

『
教
育
学
研
究
』
七
〇
―
四
、
二
〇
〇
三
年
。
同
「
明
治
期
日
本
に
お
け
る
識
字
と
学
校
―
国
民
国
家
と
リ
テ
ラ
シ
ー
」
松
塚
俊
三
・
八

鍬
編
『
識
字
と
読
書
―
リ
テ
ラ
シ
ー
の
比
較
社
会
史
―
』
昭
和
堂
、
二
〇
一
〇
年
。
同
「
明
治
期
滋
賀
県
に
お
け
る
自
署
率
調
査
」『
東

北
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
研
究
年
報
』
六
四
―
二
、
二
〇
一
六
年
。
川
村
肇
「
明
治
初
年
の
識
字
状
況
―
和
歌
山
県
の
事
例
を
中

心
と
し
て
―
」
大
戸
安
弘
・
八
鍬
友
広
編
『
識
字
と
学
び
の
社
会
史
―
日
本
の
お
け
る
リ
テ
ラ
シ
ー
の
諸
相
―
』
思
文
閣
出
版
、

二
〇
一
四
年
。
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ル
ビ
ン
ジ
ャ
ー
（
川
村
肇
訳
（『
日
本
人
の
リ
テ
ラ
シ
ー　

一
六
〇
〇
―
一
九
〇
〇
年
』
柏
書
房
、

二
〇
〇
八
年
。
島
村
直
己「
近
代
日
本
の
リ
テ
ラ
シ
ー
研
究
序
説
」『
国
立
国
語
研
究
所
報
告
一
〇
五 

研
究
報
告
集
一
四
』一
九
九
三
年
。

斉
藤
泰
雄
「
識
字
能
力
・
識
字
率
の
歴
史
的
推
移
―
日
本
の
経
験
―
」『
国
際
教
育
協
力
論
集
』
一
五
―
一
、
二
〇
一
二
年
。

（
（
（
八
鍬
前
掲
註
（
（
（、
川
村
前
掲
註
（
（
（。

（
（
（
八
鍬
前
掲
註
（
（
（
二
〇
一
〇
年
。
八
鍬
前
掲
註
（
（
（
二
〇
〇
三
年
・
二
〇
一
六
年
は
、
自
己
の
姓
名
を
書
く
こ
と
が
で
き
て
も
、

必
ず
し
も
不
自
由
な
く
読
み
書
き
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
と
す
る
。
そ
の
た
め
、「
自
己
ノ
姓
名
ヲ
記
シ
得
ル
者
」
の
割
合
を
、
識
字
率

と
区
別
し
て
「
自
署
率
」
と
し
て
い
る
。
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（
（
（
清
川
郁
子
「
リ
テ
ラ
シ
ー
の
普
及
と
「
壮
丁
教
育
調
査
」」
川
合
隆
男
編
『
近
代
日
本
社
会
調
査
史
Ⅱ
』
慶
応
通
信
、
一
九
九
一
年
、

三
一
頁
。

（
（
（
寺
本
広
作
編
『
熊
本
県
史 

近
代
編
第
一
』
熊
本
県
、一
九
六
一
年
、七
二
五
～
七
二
七
頁
。
熊
本
県
教
育
会
編
『
熊
本
県
教
育
史 

中
巻
』

臨
川
書
店
、
一
九
七
五
年
、
四
九
三
～
四
九
五
頁
。

（
6
（
川
村
前
掲
註
（
（
（。

（
7
（
八
鍬
前
掲
註
（
（
（
一
九
九
〇
年
、
ル
ビ
ン
ジ
ャ
ー
前
掲
註
（
（
（。

（
（
（
八
鍬
前
掲
註
（
（
（
二
〇
一
六
年
。

（
（
（
八
鍬
前
掲
註
（
（
（
二
〇
〇
三
年
。

（
（0
（
小
林
前
掲
註
（
（
（。

（
（（
（
詳
細
は
八
鍬
前
掲
註
（
（
（
一
九
九
〇
年
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
（（
（
橘
南
谿
著
・
宗
政
五
十
緒
校
注
『
東
西
遊
記
二
』（
東
洋
文
庫
（
平
凡
社
、
一
九
七
四
年
、
二
五
三
頁
（
補
遺
九
九
愚
痴
（
鹿
児
島
（（。

（
（（
（
宗
政
五
十
緒
「
解
説
」
橘
南
谿
著
・
宗
政
五
十
緒
校
注
『
東
西
遊
記
一
』（
東
洋
文
庫
（
平
凡
社
、
一
九
七
四
年
、
二
七
二
頁
。

（
（（
（
八
鍬
前
掲
註
（
（
（
一
九
九
〇
年
、
二
〇
頁
。

（
（（
（
八
鍬
前
掲
註
（
（
（
二
〇
一
〇
年
。

（
（6
（
本
稿
で
使
用
し
た
学
事
年
報
や
統
計
書
は
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
閲
覧
し
た
。

（
（7
（『
警
察
要
務
初
編
』
熊
本
県
警
察
署
、
一
八
八
五
年
、
四
六
〇
頁
（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
閲
覧
（。『
現
行
警
察

類
典 

上
之
甲
』
熊
本
県
警
察
部
、
一
八
九
二
年
、
一
八
三
～
一
八
五
丁
（
熊
本
県
立
図
書
館
所
蔵 （（7.7ｹ

（。
手
塚
豊
監
修
・
熊
本
県

警
察
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
熊
本
県
警
察
史
第
一
巻
（
明
治
編
（』
熊
本
県
警
本
部
、 

一
九
七
九
年
、 

四
八
六
～
四
九
〇
頁
（
戸
口
調
査
（。

（
（（
（「
熊
本
県
公
文
類
纂
第
一
類
」（「
明
治
廿
一
年
熊
本
県
公
文
類
纂
第
一
類
統
計
書
原
簿
」、熊
本
県
立
図
書
館
所
蔵 

複
製（-（0（

（
中
の
「
第

一
五　

警
察
区
画
」
お
よ
び
「
第
一
七
八
警
察
署
及
警
察
官
」
に
よ
る
。

（
（（
（
高
橋
益
代
「
明
治
期
を
中
心
に
み
た
日
本
の
人
口
統
計
資
料
に
つ
い
て
」『
経
済
資
料
研
究
』
一
四
、
一
九
八
〇
年
、
一
九
頁
。

（
（0
（
前
掲
註
（
（7
（「
戸
口
調
査
準
則
並
心
得
」。

（
（（
（「
千
葉
県
徴
兵
検
査
検
丁
教
育
比
較
表
」『
統
計
集
誌
』
五
七
、
東
京
統
計
協
会
、
一
八
八
六
年
、
一
五
八
～
一
五
九
頁
（
国
立
国
会
図
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書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
閲
覧
（。

（
（（
（『
文
部
省
第
十
六
年
報
』
三
五
頁
に
よ
っ
て
九
区
分
を
示
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
往
来
物
四
則
算
＝
往
来
文
ヲ
裁
シ
四
則
算
ヲ
ナ
シ

得
ル
モ
ノ
、
往
来
物
加
減
算
＝
往
来
文
ヲ
裁
シ
加
減
算
ヲ
ナ
シ
得
ル
モ
ノ
、
四
則
算
自
姓
名
＝
姓
名
ヲ
記
シ
四
則
算
ヲ
ナ
シ
得
ル
モ
ノ
、

自
姓
名
加
減
算
＝
姓
名
ヲ
記
シ
加
減
算
ヲ
ナ
シ
得
ル
モ
ノ
、往
来
物
＝
往
来
文
ヲ
裁
シ
得
ル
モ
ノ
、四
則
算
＝
四
則
算
ヲ
ナ
シ
得
ル
モ
ノ
、

加
減
算
＝
加
減
算
ヲ
ナ
シ
得
ル
モ
ノ
、
自
姓
名
＝
姓
名
ヲ
記
シ
得
ル
モ
ノ
、
教
育
ナ
キ
モ
ノ
＝
書
算
ヲ
ナ
シ
得
サ
ル
モ
ノ
。

（
（（
（「
明
治
廿
二
年
徴
兵
適
齢
受
検
者
教
育
有
無
調
」（『
石
川
県
第
十
七
学
事
年
報
』（。

（
（（
（「
京
都
府
徴
兵
学
力
試
験
成
績
表
」『
大
日
本
教
育
会
雑
誌
』
九
二
、
一
八
八
九
年
、
九
七
七
～
九
七
九
頁
。
な
お
、
復
刻
版
（『
近
代
日

本
教
育
史
資
料
叢
書 

史
料
篇
一
』
宣
文
堂
書
店
、
一
九
六
九
年
（
に
よ
る
。

（
（（
（
谷
内
星
七
「
普
通
教
育
ト
兵
役
」『
私
立
石
川
県
教
育
会
雑
誌
』
四
、
一
八
九
九
年
、
九
二
頁
。『
私
立
石
川
県
教
育
会
雑
誌
』
は
金
沢

大
学
図
書
館
所
蔵
。
こ
の
記
事
は
、石
川
県
教
育
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
石
川
県
教
育
史
第
一
巻
』
石
川
県
教
育
委
員
会
、一
九
七
四
年
、

七
六
八
頁
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
（6
（『
熊
本
県
公
文
類
纂
第
一
類
」（
複
製（-（0（

（
第
二
四
「
本
籍
人
員
ノ
族
籍
」
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
一
年
の
熊
本
区
の
士
族
の
割
合
は
、

男
性
は
二
五
・
三
％
、
女
性
は
二
六
・
九
％
で
あ
っ
た
。
二
番
目
に
士
族
の
割
合
が
高
い
託
麻
郡
で
は
男
性
で
一
六
・
八
％
、
女
性
で

一
六
・
九
％
を
占
め
た
。
次
い
で
、
飽
田
郡
で
は
男
性
一
一
・
八
％
、
女
性
一
二
・
三
％
、
阿
蘇
郡
で
は
男
性
一
〇
・
四
％
、
女
性

一
一
・
五
％
で
あ
っ
た
。「
平
民
」
に
比
べ
て
士
族
の
識
字
率
が
高
か
っ
た
こ
と
は
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
熊
本
県
学

事
年
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
在
監
人
を
対
象
と
し
た
調
査
結
果
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
女
性
に
つ
い
て
は
人
数
が
少
な
い
た
め
、
男
性

に
つ
い
て
の
み
表
５
に
掲
げ
る
。

（
（7
（
郡
村
誌
の
詳
細
に
関
し
て
は
、
圭
室
諦
成
「
解
説　

玉
名
郡
村
誌
を
中
心
と
し
て
」（
田
辺
哲
夫
編
集
校
訂
『
肥
後
国
玉
名
郡
村
誌
』
玉

名
民
報
社
、
一
九
五
八
年
（
を
参
照
。
刊
行
さ
れ
た
郡
村
誌
と
し
て
、
圭
室
諦
成
校
訂
『
肥
後
国
郡
村
誌
抄　

上
・
中
・
下
巻
』（
熊
本

女
子
大
学
歴
史
学
研
究
部
、
一
九
五
九
・
一
九
六
〇
年
（、
坂
口
一
男
監
修
・
卯
野
木
盈
二
校
訂
『
肥
後
国
宇
土
郡
村
誌
抄
』（
同
、

一
九
七
二
年
（、
同
『
肥
後
国
求
麻
郡
村
誌
』（
同
、
一
九
七
六
年
（
が
あ
る
。

（
（（
（
熊
本
県
の
地
勢
に
関
す
る
記
述
は
、「
熊
本
県
公
文
類
纂
第
一
類
」（
複
製（-（0（

（
の
「
土
地　

第
一
地
勢
」
な
ど
に
よ
っ
た
。

（
（（
（『
熊
本
県
公
文
類
纂
第
一
類
」（
複
製（-（0（

（
第
三
六
「
農
業
者
」
に
よ
れ
ば
、
球
磨
郡
で
は
農
業
専
業
の
割
合
が
男
性
で
七
五
・
三
％
、
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年 
（明治）

族籍 
（⼈数）

調査項⽬とその割合（％）
自己ノ⽒名
ヲ記シ得ル
モノ　　　

普通ノ公⽂
類ヲ解シ得
ルモノ　　

⼀年以上曾
テ⼩学校就
学セシモノ

⼩学科ヲ卒
業セシモノ

全ク不⽂ニシ
テ其⽒名ヲ記
シ得ザルモノ

（（年
土族（76） （7.（ （（.（ 6.6 （（.（ （.6
平民（（,0（（） （（.（ （.（ （.（ 0.（ 60.（

（（年
土族（6（） （（.（ （6.（ （.（ （.（ （7.6
平民（（,（（7） （（.0 （.（ （.（ 0.（ 60.（

（（年
土族（（6） （（.（ （6.7 （.（ （.（ （0.（
平民（（,（77） （0.（ （.（ （.（ 0.（ 6（.（

出典：明治（（年～ （（年『熊本県学事年報』収載の以下の調査結果をもとに作成。
　　　明治（（年：「熊本県監獄已決在監⼈中教育ヲ受ケタルモノト否トノ比較調」
　　　明治（（・（（年：「熊本県監獄已決在監中教育ヲ受ケタルモノト否トノ比較郡市別調」

表５　熊本県における在監人を対象とした教育調査結果

女
性
で
九
五
・
九
％
と
高
い
。
次
い
で
、
菊
池
郡
で
男
性
七
三
・
五
％
・
女
性

七
四
・
一
％
、
阿
蘇
郡
で
男
性
七
四
・
八
％
・
女
性
七
五
・
九
％
で
あ
り
比
較
的
高

か
っ
た
。

（
（0
（『
熊
本
県
公
文
類
纂
第
一
類
』（
複
製（-（0（

（
第
七
七
「
漁
戸
及
漁
人
」
に
よ
れ
ば
、

明
治
二
一
年
の
宇
土
郡
で
は
漁
業
に
携
わ
る
割
合
が
男
性
で
二
一
・
四
％
、
女
性

で
一
七
・
七
％
で
あ
っ
た
。
天
草
郡
で
は
男
性
で
一
五
・
七
％
、
女
性
で
六
・
七
％

で
あ
り
、
漁
業
に
携
わ
る
人
の
割
合
が
高
か
っ
た
。

（
（（
（
八
鍬
前
掲
註
（
（
（
二
〇
〇
三
年
。

（
（（
（
玉
名
市
著
・
発
行
『
玉
名
市
史　

通
史
篇
下
巻
』、
二
〇
〇
五
年
、
二
九
四
頁
。

（
（（
（
池
田
雅
則
（『
私
塾
の
近
代
―
越
後
・
長
善
館
と
民
の
近
代
教
育
の
原
風
景
―
』

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
（
に
よ
っ
て
明
治
前
期
に
漢
学
塾
が
隆
盛
し

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
小
久
保
明
浩
（『
塾
の
水
脈
』
武
蔵
野
美
術
大
学

出
版
局
、
二
〇
〇
四
年
（
は
学
制
期
の
小
学
校
に
通
学
の
傍
ら
で
漢
学
を
学
ぶ

慣
習
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
（（
（
明
治
期
の
公
用
文
集
普
及
に
つ
い
て
は
、
鹿
島
美
千
代
「
明
治
時
代
に
お
け
る

公
用
文
リ
テ
ラ
シ
ー
の
形
成
」『
桜
花
学
園
大
学
人
文
学
部
研
究
紀
要
』

一
四
、
二
〇
一
二
年
（
や
、
八
鍬
友
広
「
明
治
期
の
往
来
物
に
関
す
る
研
究
―

書
式
文
例
集
の
展
開
―
」（『
東
北
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
研
究
年
報
』
六
二

―
一
、
二
〇
一
三
年
（
を
参
照
。

（
（（
（ 

手
習
塾
で
の
文
字
学
び
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
理
恵
「
近
世
後
期
に
お
け
る

読
み
書
き
能
力
の
効
用
―
手
習
塾
分
析
を
通
し
て
―
」（
か
ど
や
ひ
で
の
り
・
あ

べ
や
す
し
編
『
識
字
の
社
会
言
語
学
』
生
活
書
院
、
二
〇
一
〇
年
（
を
参
照
。

（
（6
（ 

福
山
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
福
山
市
史　

近
代
現
代
資
料
編
Ⅲ
教
育
・
文
化
』



― （（―

福
山
市
、
二
〇
一
五
年
、
三
五
～
三
八
頁
。
史
料
（
授
業
案
（
や
学
校
に
つ
い
て
は
、
井
上
快
・
鈴
木
理
恵
「
開
発
主
義
教
授
法
に
基

づ
く
修
身
科
教
育
の
地
方
的
展
開
―
広
島
県
沼
隈
小
学
区
第
八
尋
常
小
学
校
に
着
目
し
て
―
」『
教
育
学
研
究
紀
要
』（
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
（

六
二
、
二
〇
一
六
年
を
参
照
。

（
（7
（
広
島
県
学
務
課
編
『
学
事
法
規
』
松
村
善
助
、
一
八
八
七
年
（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
閲
覧
（。

（
（（
（
大
田
義
弼
・
竹
本
重
雄
『
開
発
主
義
小
学
教
授
法
』
松
村
善
助
、一
八
八
四
年
（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
閲
覧
（。

（
（（
（
添
田
晴
雄
「
後
退
し
か
け
る
書
字
随
伴
型
学
習
」「
石
盤
の
導
入
と
普
及
」『
文
字
と
音
声
の
比
較
教
育
文
化
史
研
究
』
東
信
堂
、

二
〇
一
九
年
。

（
（0
（
鈴
木
貴
文
「
書
字
教
育
に
お
け
る
言
語
的
実
用
性
の
再
評
価
」『
近
代
日
本
書
字
教
育
史
研
究
―
初
等
教
育
に
お
け
る
二
元
的
書
字
教
育

論
の
形
成
過
程
―
』
風
間
書
房
、
二
〇
二
一
年
、
一
〇
二
頁
。

（
（（
（
天
野
郁
夫
『
試
験
の
社
会
史
―
近
代
日
本
の
試
験
・
教
育
・
社
会
―
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
。
明
治
前
期
の
小
学
校
試
験

に
つ
い
て
は
以
下
の
研
究
が
あ
る
。
斎
藤
勝
雄
「
明
治
時
代
に
お
け
る
栃
木
県
の
教
育
に
つ
い
て
―
小
学
校
の
試
験
を
主
と
し
て
―
」 

『
宇
都
宮
大
学
学
芸
学
部
研
究
論
集
第
一
部
』
一
五
、
一
九
六
五
年
。
堀
松
武
一
「
明
治
前
期
に
お
け
る
小
学
試
験
法
の
実
態
」『
教
育

学
研
究
』
三
八
―
二
、
一
九
七
一
年
。
宮
川
秀
一
「
明
治
前
期
に
お
け
る
小
学
校
の
試
験
」『
大
手
前
女
子
大
学
論
集
』
二
〇
、

一
九
八
六
年
。

（
（（
（
広
島
県
安
芸
郡
熊
野
町
編
・
発
行
『
熊
野
町
史　

通
史
編
』、
一
九
八
七
年
。

（
（（
（
平
谷
村
学
務
委
員
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
、
明
治
一
六
年
「
諸
願
伺
進
達
書
類
控
簿
」（
佃
家
文
書
（
に
よ
る
。

（
（（
（
広
島
県
編
・
発
行
『
広
島
県
史　

近
代
１
』、
一
九
八
〇
年
、
五
五
四
頁
。

（
（（
（
明
治
一
四
年
一
月
丙
第
六
号
（「
明
治
十
四
年
度
県
布
達
書
控
」（、
明
治
一
五
年
四
月
甲
第
九
三
号
（
明
治
一
五
年
「
県
郡
布
達
」（、
同

一
六
年
五
月
甲
第
五
三
号
・
同
年
六
月
甲
第
六
四
号
（「
明
治
十
六
年
県
布
達
」（
に
よ
る
。
い
ず
れ
も
佃
家
文
書
で
あ
る
。

（
（6
（
た
だ
し
、
試
験
問
題
と
解
答
用
紙
が
対
応
し
て
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
（7
（
広
島
県
学
務
課
校
閲
、
尾
野
漸
・
渡
部
勉
吉
編
『
小
学
初
等
科
作
文
必
携
』
松
村
善
助
、
一
八
八
二
年
（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
閲
覧
（。

（
（（
（
辻
本
雅
史
「
文
字
社
会
の
成
立
と
出
版
メ
デ
ィ
ア
」
辻
本
雅
史
・
沖
田
行
司
編
『
教
育
社
会
史
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
。



― （（―

（
（（
（
八
鍬
友
広
「
近
世
民
衆
の
人
間
形
成
と
文
化
」
辻
本
雅
史
・
沖
田
行
司
編
『
教
育
社
会
史
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
、
二
一
一
頁
。

鈴
木
前
掲
註
（
（（
（。

（
（0
（
辻
本
前
掲
註
（
（（
（。

（
（（
（
八
鍬
前
掲
註
（
（（
（
二
一
六
頁
。
八
鍬
友
広
「
識
字
の
歴
史
研
究
と
教
育
史
」『
教
育
思
想
』
四
五
、
二
〇
一
八
年
。

（
（（
（
望
月
久
貴
『
明
治
初
期
国
語
教
育
の
研
究
』
溪
水
社
、
二
〇
〇
七
年
。

〈
付
記
〉

　

本
稿
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
Ｊ
Ｐ
１
５
Ｈ
０
３
４
７
１
の
研
究
成
果
で
あ
る
。
本
稿
作
成
に
あ
た
り
広
島
県
安
芸
郡
の
佃
家
に
お
い
て

史
料
調
査
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
同
家
所
蔵
文
書
を
本
稿
で
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。


